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オーストリアにおける現代的犯罪論の展開

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

和
解
し
難
く
屹
立
す
る
客
観
主
義
学
派
と
主
観
主
義
学
派
と
の
対
立
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
伝
統
的
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
ド
グ
マ
ー

テ
ィ
ク
は
、
ご
く
最
近
に
至
る
ま
で
比
較
的
安
定
的
に
決
定
的
諸
点
に
お
い
て
ベ
ー
リ
ン
グ
流
の
古
典
的
体
系
を
強
力
に
維
持
し
て

き
た
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
れ
と
の
関
連
で
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
こ
れ
に
専
ら
依
拠
し
て
き
た
わ
が
国
の
犯
罪
論
が
極
め
て
多
様
か
つ
徹

底
的
な
変
革
下
の
も
と
で
流
動
し
て
き
た
と
い
う
点
を
鑑
み
る
と
き
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
犯
罪
論
の
独
自
の
生
成
・
発
展
の
特
異
性
・

（可Ｌ〉

諸
傾
向
を
示
す
も
の
と
考
、
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
本
小
稿
で
は
ベ
ー
リ
ン
グ
Ⅱ
リ
ス
ト
流
の
古
典
的
体
系
以
後
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
展
開
を
、
ド

イ
ツ
に
お
け
る
現
代
的
犯
罪
論
の
発
展
諸
段
階
と
比
較
し
つ
つ
若
干
の
概
括
的
考
察
を
加
え
そ
の
後
の
状
況
を
も
顧
慮
し
つ
つ
、

も
っ
て
両
者
の
異
同
な
い
し
オ
ー
ス
ト
リ
ア
犯
罪
論
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
企
図
す
る
も
の
で
あ
る
。

鵲

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
現
代
的
犯
罪
論
の
展
開

四三二
は
し
が
き

古
典
的
体
系
以
後
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
犯
罪
論
の
展
開

オ
ー
ス
ト
リ
ア
犯
罪
論
の
現
状

む
す
び
に
か
え
て

は
し
が
き

振
津
隆
行

１



一
さ
て
、
周
知
の
如
く
今
日
一
般
に
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
構
成
要
件
該
当
の
、
違
法
か
つ
有
資
な
行
為
と
い
う
現
代
的
犯

（
１
）

罪
概
念
は
一
朝
一
夕
に
確
立
し
た
も
の
（
」
は
な
く
、
過
去
約
一
○
○
年
に
わ
た
る
長
い
発
展
史
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
前
世
紀
末
以
降
の
、
と
り
わ
け
ベ
ー
リ
ン
グ
以
来
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
犯
罪
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
ド
イ
ツ
と
の
比
較
法
的
観
点
か

（
２
）

ら
、
イ
ェ
、
ン
エ
ッ
ク
等
に
よ
り
簡
潔
か
つ
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
た
論
稿
が
存
し
極
め
て
有
益
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
に

依
り
つ
つ
ド
イ
ツ
に
お
け
る
現
代
的
犯
罪
論
の
発
展
を
一
応
以
下
の
三
段
階
の
シ
ュ
ー
マ
、
す
な
わ
ち
⑩
古
典
的
犯
罪
概
念
（
科
学

（
３
）

的
実
証
主
義
の
体
系
）
、
②
新
古
典
的
犯
罪
概
念
（
目
的
論
的
体
系
）
お
よ
び
③
フ
ィ
ナ
リ
ス
ム
ス
の
犯
罪
概
念
に
大
別
し
、
そ
れ
ら

の
発
展
段
階
に
即
応
し
つ
つ
ド
イ
ツ
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
両
者
の
犯
罪
論
の
共
通
的
基
盤
と
そ
の
相
違
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に

＊
本
稿
は
誓
肴
の
勤
務
先
の
変
更
の
た
め
未
完
に
終
っ
た
拙
稿
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
学
研
究
序
説
ｌ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
犯
罪
論
の
展
鬮
に

つ
い
て
１
日
未
完
」
（
商
学
討
究
第
三
四
巻
第
二
号
八
五
頁
以
て
第
四
号
四
三
頁
以
下
｝
の
後
半
部
分
に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
．
こ
れ
を
一
応
亮
籍

す
べ
く
轡
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
．
今
回
こ
の
よ
う
な
形
で
独
立
し
た
形
態
を
賦
与
し
た
が
、
課
題
の
設
定
・
問
題
意
識
等
は
前
稿
と
一
貫
し
た
一
体
を
な

す
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
も
参
照
頂
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

（
１
）
く
い
］
，
Ｎ
・
国
・
ロ
の
島
の
一
日
【
】
の
ロ
：
符
一
白
色
『
胸
の
、
の
皇
「
睦
耳
一
ｍ
の
こ
の
】
冒
囚
二
目
』
の
『
の
［
『
具
【
の
、
言
巳
Ｃ
曲
ヨ
具
涛
旨
○
異
の
『
『
の
－
９
．
国
皀
画
の
旨
借
冒

の
旨
の
『
、
目
一
冒
一
⑫
ｎ
房
目
ロ
。
『
円
豈
旦
の
彦
『
の
．
］
Ｎ
］
君
悼
雪
の
．
ｍ
＄
》
宛
の
冒
冨
『
ユ
ニ
○
○
ｍ
．
Ｎ
目
〕
叩
冨
且
。
①
『
○
の
（
の
『
『
の
一
，
三
⑫
ロ
ゴ
の
ｐ
ご
巾
『
耳
の
、
冨
二
⑫
｜
の
す
『
の
凹
巨
⑪

」
の
『
望
、
耳
①
ヨ
の
『
、
の
ロ
】
の
ご
『
の
、
ゴ
三
９
の
ご
目
『
且
三
。
ゴ
ー
ロ
ヨ
ロ
ー
⑪
百
協
一
Ｃ
二
⑰
ワ
鼻
『
眉
－
．
Ｎ
印
乏
『
巴
・
窟
〈
］
湯
］
）
・
の
。
］
Ｓ
一
Ｆ
の
・
三
．
な
お
、
拙
稿

「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
学
研
究
序
説
㈲
ｌ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
犯
罪
論
の
展
開
に
つ
い
て
Ｉ
」
商
学
討
究
三
四
巻
二
号
八
五
頁
以
下
を
，
。

参
照
。

二
古
典
的
体
系
以
後
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
犯
罪
論
の
展
開

２



オーストリアにおける現代的犯罪論の展開

よ
っ
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
諸
特
徴
を
究
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
３
）
こ
の
よ
う
な
三
段
階
的
シ
ェ
ー
マ
は
、
い
わ
ば
通
説
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
Ｎ
・
国
・
口
巨
門
戸
三
８
の
目
の
量
●
：
昌
目
晩
の
ご
Ｑ
の
『

（
１
）
こ
の
現
代
的
犯
罪
論
が
成
立
す
る
に
至
る
前
段
階
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
若
干
の
概
観
を
な
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
普
通
法
の
犯
罪
論
は
客

観
的
帰
責
（
一
日
已
昌
：
。
註
、
ご
Ｉ
事
実
に
も
と
づ
く
責
任
）
と
主
観
的
帰
責
（
一
ヨ
ロ
ニ
国
二
・
一
日
】
、
Ｉ
法
律
上
の
責
任
）
と
の
間
の
区
別
し
か
知
ら
な

か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
既
に
ド
イ
ツ
で
は
一
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
ス
チ
ュ
ー
ベ
ル
（
不
法
と
責
任
の
区
別
、
一
八
○
五
年
）
や
ル
ー
デ
ン
（
行
為
、

違
法
性
お
よ
び
責
任
の
三
段
階
説
、
一
八
四
○
年
）
に
よ
り
現
代
的
な
犯
罪
概
念
の
萌
芽
が
み
ら
れ
た
が
、
当
時
の
支
配
的
理
論
は
未
だ
違
法
と
責
任

の
概
念
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
帰
資
論
（
』
日
己
具
昌
○
コ
⑪
一
の
胃
の
）
に
由
来
す
る
帰
資
（
Ｎ
貝
の
、
盲
目
砲
）
と
い
う
大
概
念
の
中

で
混
同
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
所
為
を
人
間
の
仕
業
と
し
て
捉
え
、
偶
然
か
ら
区
別
す
る
こ
と
だ
け
を
そ
の
任
務
と
し
た
。
や
が
て
、
一
八
六
七
年
民

法
上
客
観
的
遮
法
性
の
概
念
を
展
開
し
た
ｖ
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
理
論
が
、
ｖ
・
リ
ス
ト
お
よ
び
ベ
ー
リ
ン
グ
に
よ
り
刑
法
に
導
入
さ
れ
、
犯
罪
樹
成

に
お
け
る
古
い
帰
責
論
の
放
棄
の
も
と
で
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
違
法
性
の
一
般
理
論
は
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
規
範
論
を
通
じ
て
独
立
の
意

義
を
賦
与
さ
れ
る
に
至
り
、
責
任
の
概
念
は
故
意
と
過
失
を
義
務
違
反
的
な
意
思
決
定
と
い
う
大
概
念
の
も
と
で
統
合
し
た
メ
ル
ヶ
ル
に
よ
っ
て
そ

の
決
定
的
な
刻
印
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
更
に
、
依
然
帰
責
論
と
の
混
同
を
残
存
せ
し
め
て
は
い
た
が
、
行
為
概
念
を
犯
罪
構
成
の
基
本
概

念
の
地
位
に
引
き
寄
せ
、
「
こ
れ
ま
で
な
お
犯
罪
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
も
の
す
べ
て
は
」
単
に
『
賓
辞
」
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
の
は
へ
－
ゲ
ル
学
派

の
ベ
ル
ナ
ー
で
あ
り
、
こ
れ
に
初
め
て
有
体
性
と
結
果
の
因
果
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
古
典
的
な
プ
ロ
プ
ィ
ー
ル
を
与
え
た
の
が
リ
ス
ト
で

あ
る
。
最
後
に
な
っ
て
初
め
て
、
櫛
成
要
件
該
当
性
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
独
立
の
犯
罪
要
素
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
に
至
り
、
と
り
わ
け
ベ
ー
リ
ン

グ
以
後
、
櫛
成
要
件
は
違
法
性
判
断
と
責
任
判
断
の
関
係
点
と
し
て
、
ま
た
、
刑
法
の
保
障
機
能
の
最
も
重
要
な
担
い
手
と
し
て
犯
罪
構
成
に
お
け
る

支
配
的
地
位
を
占
め
る
に
至
り
、
「
犯
罪
と
は
概
成
要
件
に
該
当
し
、
違
法
有
賀
に
し
て
、
そ
れ
に
当
て
は
ま
る
刑
罰
予
告
が
あ
り
、
か
つ
処
罰
条
件

を
充
た
す
行
為
で
あ
る
」
（
■
の
一
冒
顕
》
ロ
の
㈲
①
胃
の
『
○
目
く
の
Ｈ
す
『
の
Ｓ
ｍ
Ｐ
』
垣
｛
）
⑤
》
の
。
『
）
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
と
と
も
に
今
世
紀
初
頭

に
十
分
な
発
展
段
階
に
達
し
た
犯
罪
鶴
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
（
愚
一
・
Ｎ
・
国
・
］
の
門
戸
円
〆
ぽ
ぎ
３
月
ゴ
ロ
田
の
［
『
囚
守
の
、
三
ｍ
》
シ
―
―
ぬ
の
己
の
旨
の
『
目
の
一
一
・
酉
・

少
且
・
・
』
垣
員
の
。
】
ｓ
【
・
）
。
な
お
、
こ
の
期
に
お
け
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
学
の
対
応
と
し
て
、
拙
稿
・
前
掲
商
学
討
究
三
四
巻
四
号
五
九
頁
以
下
、

お
よ
び
同
三
四
巻
二
号
九
三
頁
注
（
”
）
を
も
参
照
。

（
２
）
四
目
の
Ｉ
題
の
旨
１
，
ゴ
］
の
門
冨
：
Ｃ
一
の
両
。
言
－
，
厘
目
、
。
の
、
ぐ
の
号
『
の
ｇ
の
口
、
す
偶
『
】
［
勝
冒
□
の
具
問
う
一
四
己
隠
】
一
因
の
一
ヨ
、
ヨ
『
①
、
一
の
一
ｓ
目
己
の
『

○
ｍ
［
の
目
の
】
９
－
円
ゴ
の
ロ
Ｐ
の
与
国
間
の
〔
冨
巴
・
国
〈
』
や
ｓ
〉
．
、
．
］
己
（
『
。
（
な
お
、
・
本
稿
の
紹
介
と
し
て
、
宮
沢
浩
一
・
法
学
研
究
三
六
巻
八
号
九
七
頁
以

下
が
あ
る
）
。



二
以
下
で
は
、
前
記
の
シ
ェ
ー
マ
に
依
拠
し
そ
の
発
展
諸
段
階
に
お
け
る
ド
イ
ツ
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
犯
罪
論
の
対
応
を

み
る
が
、
そ
の
際
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
客
観
主
義
学
派
の
見
解
を
中
心
に
、
こ
れ
と
共
通
な
い
し
関
連
す
る
か
ぎ
り
で
主
観

主
義
論
者
の
見
解
を
も
顧
慮
し
つ
つ
、
若
干
の
考
察
を
な
し
て
み
た
い
。

Ⅲ
古
典
的
犯
罪
概
念
（
科
学
的
実
証
主
義
の
体
系
）

⑥
ド
イ
ツ
に
お
い
て
世
紀
の
転
換
期
以
来
通
説
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
古
典
的
犯
罪
概
念
は
、
科
学
的
実
証
主
義
（
三
協
の
ロ
⑪
‐

ｎ
．
呉
昌
８
の
Ｈ
勺
・
農
目
⑪
日
こ
の
）
の
法
学
的
思
考
様
式
か
ら
生
じ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
哲
学
的
評
価
、
心
理
学
的
認
識
、
社
会
学
的

事
実
と
い
っ
た
も
の
は
法
の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
か
ら
可
能
な
か
ぎ
り
排
除
し
て
、
法
的
問
題
を
す
べ
て
法
学
上
の
概
念
で
処
理
し
よ

う
と
す
る
こ
と
で
、
法
学
の
任
務
を
実
定
法
と
そ
の
解
釈
に
厳
格
に
制
限
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
よ
う
な
厳
格
な
概
念

上
の
演
鐸
に
限
定
さ
れ
た
実
証
主
義
か
ら
、
犯
罪
概
念
の
構
成
に
際
し
て
、
純
形
式
的
な
形
象
を
生
じ
さ
せ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の

犯
罪
概
念
の
形
式
的
・
客
観
的
性
格
と
密
接
に
関
連
し
て
、
法
的
安
定
性
と
法
的
予
測
可
能
性
へ
の
努
力
、
そ
し
て
ま
た
、
単
純
で

確
証
可
能
な
体
系
概
念
へ
の
裁
判
官
の
拘
束
を
通
じ
て
法
治
国
家
思
想
が
前
景
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
更
に
、
こ
の
実
証
主
義
の
犯

こ
の
『
す
月
、
彦
の
二
の
］
の
う
『
の
．
勾
巨
の
塵
・
］
ヨ
（
」
垣
乞
）
》
の
四
一
一
四
の
》
Ｎ
の
二
三
ｍ
□
・
雪
（
］
や
駅
）
。
⑫
．
」
［
〔
・
一
四
四
｛
〔
》
⑫
（
【
呉
『
の
、
宮
シ
弓
・
』
場
Ｐ
の
．
『
（
（
・
》
］
の
⑩
ｎ
ヶ
の
、
歸
・

⑫
［
国
辱
の
、
宮
少
目
つ
い
・
シ
色
色
・
巳
『
塵
壹
』
患
（
（
．
一
旦
の
『
的
・
園
の
望
『
国
Ｑ
・
畠
（
］
霞
］
）
ど
の
・
｝
『
ｃ
》
Ｑ
の
『
の
．
ご
ロ
⑫
乏
言
団
旦
・
田
（
】
患
』
）
ご
ｍ
・
魚
（
・
》
宛
。
×
旨
・

【
『
冒
昌
己
四
一
℃
○
一
】
［
涛
巨
口
旦
⑫
［
『
四
【
『
の
、
冨
盟
〕
］
⑬
５
日
・
函
・
少
巨
（
一
・
』
召
い
つ
⑫
．
〕
】
（
【
・
》
の
、
ワ
ョ
一
○
言
山
巨
⑪
の
『
。
、
［
『
煙
守
の
ｎ
頁
し
円
）
函
・
尹
巨
室
・
こ
べ
③
》
の
．
】
＄
【
［
・
》
□
の
厨
．
．

宛
ロ
□
す
『
臣
、
ゴ
ー
の
①
旦
睦
、
亘
昌
⑫
、
、
ラ
『
。
（
』
の
窪
）
・
の
・
酉
ｇ
［
［
》
ご
く
の
］
い
の
一
》
］
こ
の
』
垣
急
。
ｍ
・
色
］
〔
【
・
『
こ
の
『
Ｐ
室
【
囚
巨
『
四
、
ゴ
ー
『
の
⑫
厨
、
旨
．
（
巴
目
）
箏
切
・
尊
魚
・
》
ご
く
色
『
［
の
ロ
己
の
【
‐

ぬ
の
『
・
□
】
の
ｍ
の
）
の
ご
歯
の
の
一
目
具
】
。
ご
○
の
『
二
の
巨
戸
の
、
ロ
の
ロ
の
｛
『
四
『
『
の
、
宮
⑫
三
】
冊
の
こ
の
。
旨
〔
戸
哺
・
缶
巨
［
一
・
］
や
＄
・
こ
れ
に
対
し
こ
の
一
一
一
段
階
シ
ェ
ー
マ
を
批
判
し
、

新
た
な
の
の
函
の
コ
ョ
Ｃ
」
の
一
一
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
、
三
四
『
ｘ
の
二
．
ロ
コ
の
『
の
ｎ
頁
⑫
ロ
三
一
。
⑪
Ｃ
ｇ
－
ｍ
Ｓ
の
因
の
、
己
己
目
、
こ
の
『
の
【
『
四
（
国
二
の
ぎ
『
の
一
目

ｚ
四
【
一
○
目
一
の
目
旨
一
一
ｍ
ョ
息
藝
一
目
宛
の
Ｓ
［
》
丙
の
、
与
房
已
宣
一
○
の
。
□
三
の
巨
己
ｚ
呉
一
Ｃ
目
一
切
◎
国
四
房
目
５
．
シ
宛
の
勺
国
の
一
二
の
［
〔
ｚ
『
・
】
⑬
（
］
ｃ
田
｝
》
の
．
顔
（
｛
．
な
お
、

最
近
ナ
チ
ス
期
お
よ
び
将
来
の
刑
法
体
系
を
も
顧
慮
し
て
、
五
段
階
の
シ
ェ
ー
マ
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
、
の
、
９
コ
の
ョ
目
Ｐ
向
旨
曽
ゴ
『
目
、
旨
目
の

⑫
［
【
四
（
【
の
。
三
一
一
目
の
の
望
の
｛
の
ヨ
ロ
の
鳥
の
Ｐ
ご
皿
の
『
直
己
守
四
ｍ
ｇ
□
の
、
ョ
。
』
の
『
二
目
の
【
『
画
（
『
の
、
三
②
の
竜
の
【
の
日
の
．
】
屋
一
・
ｍ
』
②
［
｛
・
等
が
あ
る
。
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罪
論
は
、
刑
事
政
策
の
側
面
に
お
い
て
古
典
的
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
主
張
し
た
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
近
代
学
派
の
特
別
予

防
の
要
求
に
よ
り
、
古
典
的
刑
法
体
系
は
元
来
的
に
両
極
的
な
構
築
物
、
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
刑
嗣
の
諸
前
提
の
客
観
主
義
を
通

じ
て
法
的
安
定
性
の
最
大
限
が
保
障
さ
れ
、
他
方
で
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
人
間
に
方
向
付
け
ら
れ
た
制
裁
体
系
に
よ
っ
て
合
目
的
性
の

さ
て
、
こ
の
古
典
的
犯
罪
論
の
基
礎
は
行
為
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
は
ベ
ー
リ
ン
グ
お
よ
び
ｖ
・
リ
ス
ト
に
お
い
て
は
、
な
お
身
体

運
動
（
狭
義
に
お
け
る
行
為
）
と
外
界
に
お
け
る
変
動
（
結
果
）
と
し
て
全
く
自
然
主
義
的
に
把
捉
さ
れ
、
両
者
は
因
果
関
係
に
よ
っ

て
結
合
せ
し
め
ら
れ
た
。
こ
の
外
部
的
な
る
も
の
に
固
執
す
る
考
察
方
法
に
対
す
る
困
難
性
は
、
不
作
為
の
中
で
明
ら
か
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
作
為
は
積
極
的
な
作
為
と
同
様
に
行
為
概
念
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
明
ら

か
に
身
体
運
動
で
は
な
く
そ
の
逆
で
あ
る
。
そ
こ
で
不
作
為
の
本
質
は
あ
る
種
の
身
体
的
態
度
の
中
に
で
は
な
く
、
一
定
の
行
為

の
期
待
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
事
象
の
意
味
（
法
秩
序
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
た
一
定
の
行
為
、
事
象
の
社
会
的
意
味
）
が

決
定
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
こ
と
を
初
め
て
認
識
し
た
の
は
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
自
然
主

義
的
行
為
概
念
の
内
部
的
完
結
性
に
重
大
な
疑
念
が
さ
し
は
さ
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
次
に
、
行
為
の
存
在
が
肯

定
さ
れ
た
の
ち
、
更
に
概
成
要
件
該
当
、
違
法
か
つ
有
責
で
あ
る
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
犯
罪
の
客
観

的
構
成
要
素
と
主
観
的
構
成
要
素
と
の
間
が
峻
別
さ
れ
、
前
者
の
客
観
的
行
為
面
は
構
成
要
件
該
当
性
お
よ
び
違
法
性
の
メ
ル
ク

マ
ー
ル
の
中
に
見
出
さ
れ
、
主
観
的
行
為
面
は
責
任
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
中
に
見
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
構
成
要
件
は
一
切
の

価
値
か
ら
自
由
な
、
行
為
事
象
の
純
粋
な
外
部
的
記
述
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
こ
の
事
象
の
法
律
的
評
価
は
違
法
性
の
領
域
の
上
で

初
め
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
構
成
要
件
該
当
性
と
違
法
性
と
を
も
っ
て
行
為
の
客
観
的
側
面
は
一
一
つ
の
段
階
で
確
定

さ
れ
、
前
者
は
客
観
的
・
記
述
的
で
あ
り
、
後
者
は
客
観
的
・
規
範
的
に
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
古
典
的
犯
罪
構

成
に
お
け
る
責
任
概
念
は
所
為
に
際
し
て
行
為
者
の
内
心
に
お
い
て
生
起
す
る
す
べ
て
の
精
神
的
お
よ
び
心
理
的
事
象
を
統
合
し

最
大
限
が
追
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
古
典
的
犯
罪
論
⑫

５



た
。
そ
の
際
、
責
任
能
力
は
「
責
任
の
前
提
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
故
意
お
よ
び
過
失
は
責
任
の
形
式
と
し
て
理
解
さ
れ
、
緊
急
避

難
は
「
責
任
阻
却
事
由
」
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
数
多
く
の
刑
罰
規
定
に
お
い
て
前
提
．
と
さ
れ
て
い
る
目
的
（
シ
プ
骨
冨
）
、

動
機
（
菖
・
盆
ぐ
）
お
よ
び
傾
向
（
日
の
目
の
ロ
Ｎ
）
等
は
、
古
典
的
体
系
に
よ
り
主
観
的
要
素
と
し
て
責
任
に
位
置
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
通
し
て
、
外
部
的
・
客
観
的
行
為
面
か
ら
内
部
的
・
主
観
的
行
為
面
へ
の
段
階
的
前
進
を
可
能
に
す
る
単
純
で
見
通
し
の

効
く
、
し
か
も
教
授
法
上
の
長
所
の
あ
る
樽
成
が
獲
得
さ
れ
、
と
り
わ
け
自
然
主
義
的
に
捉
え
ら
れ
た
行
為
、
客
観
的
・
記
述
的
に

理
解
さ
れ
た
構
成
要
件
、
客
観
的
・
規
範
的
に
限
界
付
け
ら
れ
た
違
法
性
の
領
域
お
よ
び
心
理
的
に
考
え
ら
れ
た
責
任
概
念
、
な
ら

び
に
こ
れ
に
よ
っ
て
違
法
性
と
責
任
と
の
区
別
が
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
客
観
的
構
成
要
素
の
主
観
的
櫛
成
要
素
か
ら
の
峻
別
と

（
１
）

い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
形
式
的
尺
度
に
よ
る
個
々
の
犯
罪
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
細
分
化
と
い
う
点
が
特
徴
的
で
あ
っ
た
。

⑪
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
一
方
で
リ
ッ
ト
ラ
ー
、
グ
ラ
ス
ベ
ル
ガ
ー
、
マ
ラ
ニ
ウ
ク
、
ホ
ロ
ウ
等
を
擁
す

る
客
観
主
義
学
派
と
、
他
方
で
カ
デ
チ
カ
お
よ
び
そ
の
弟
子
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
、
更
に
レ
ー
ダ
ー
、
プ
ラ
ッ
ッ
グ
ン
マ
ｌ
等
の
主

観
主
義
学
派
と
が
厳
し
く
対
立
し
て
き
た
が
、
し
か
し
ベ
ー
リ
ン
グ
体
系
へ
の
信
奉
と
い
う
点
は
、
た
だ
に
客
観
主
義
学
派
の
み
な

ら
ず
主
観
主
義
学
派
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
り
、
ま
さ
に
古
典
的
犯
罪
論
体
系
は
伝
統
的
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の

（
２
）

共
通
的
基
盤
を
形
成
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
注
目
に
価
し
よ
う
。

か
よ
う
に
ベ
ー
リ
ン
グ
の
体
系
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
導
入
ざ
れ
熱
烈
な
承
認
を
見
出
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
先
ず
、
こ
の
ベ
ー
リ

（
３
）

（
４
）

ン
グ
ー
リ
ス
ト
体
系
へ
の
固
執
は
行
為
論
に
反
映
し
て
お
り
、
客
観
主
義
学
派
の
リ
ッ
ト
ラ
ー
、
ホ
ロ
ウ
、
ま
た
特
に
マ
ー
フ
ニ
ウ
ク

な
ど
は
行
為
概
念
に
身
体
運
動
の
モ
メ
ン
ト
を
目
指
し
、
不
作
為
で
は
筋
肉
の
神
経
支
配
の
抑
制
の
表
象
と
し
て
生
理
学
的
な
形
象

を
も
っ
て
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
主
観
主
義
学
派
に
属
す
る
論
者
も
原
則
的
に
ベ
ー
リ
ン
グ
体
系
に
従
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
ノ
ヴ
ァ

（
６
）

（
７
）

コ
フ
ス
キ
ー
な
ど
は
フ
ォ
ル
テ
ィ
ン
に
倣
っ
て
「
有
意
性
（
三
］
一
百
『
－
－
，
房
の
一
（
）
」
の
放
棄
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
心
理
的
構
成
要
素

（
８
）

か
ら
ラ
ジ
カ
ル
に
解
放
す
る
こ
と
で
却
っ
て
ベ
ー
リ
騨
ン
グ
以
上
に
客
観
的
で
す
ら
あ
る
の
で
あ
る
。

６



オーストリアにおける現代的犯罪論の展開

（
９
）

次
に
、
ベ
ー
リ
ン
グ
の
遺
産
で
あ
る
構
成
要
件
論
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
一
九
四
○
年
カ
デ
チ
ヵ
に
よ
り
構
想
さ
れ
た
晩
年
の

ベ
ー
リ
ン
グ
の
指
導
形
象
（
Ｐ
の
冒
旨
）
・
構
成
要
件
に
結
び
つ
く
独
自
の
所
為
像
（
目
色
旨
一
ｓ
の
理
論
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
類
型
ｅ
の
房
璽
弓
巨
切
）
に
お
い
て
は
な
る
ほ
ど
客
観
的
お
よ
び
主
観
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
統
合
さ
れ
て
い
る

が
、
し
か
し
、
所
為
像
に
お
い
て
は
「
外
部
的
な
、
客
観
的
側
面
上
に
置
か
れ
た
法
律
上
の
犯
罪
類
型
の
構
成
要
素
」
の
み
を
包
括

（
ｍ
）

（
Ⅲ
）

す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
客
観
主
義
な
ら
び
に
主
観
、
王
義
を
問
わ
ず
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
学
の
共
通
財
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
そ
の
後
の
主
観
的
修
正
を
首
尾
一
貫
し
て
拒
絶
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

更
に
、
違
法
性
も
ま
た
純
客
観
的
に
理
解
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
内
容
は
「
普
遍
妥
当
性
（
シ
一
一
ｍ
の
ロ
〕
の
旨
呂
言
腎
の
岸
）
」
と
い
う
意
味

に
お
け
る
客
観
的
で
は
な
く
、
「
外
界
の
榊
成
要
素
」
の
み
を
包
含
す
る
と
い
う
意
味
で
客
観
的
Ⅱ
外
部
的
な
違
法
性
の
理
解
に
基
づ

（
皿
）

く
９
℃
の
で
あ
る
。
特
に
客
観
主
義
者
に
と
っ
て
は
、
外
界
に
現
わ
れ
た
法
益
侵
害
の
中
に
あ
る
無
価
値
、
す
な
わ
ち
「
権
利
侵
害

（
幻
の
、
耳
の
ず
目
Ｓ
）
」
と
い
っ
た
「
客
観
的
性
格
」
を
も
っ
た
も
の
の
み
が
犯
罪
の
本
質
を
規
定
し
、
か
つ
そ
れ
が
唯
一
の
尺
度
と
な

（
凪
）

る
の
で
あ
る
か
ら
、
不
法
の
領
域
で
は
所
為
の
外
部
的
現
象
像
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
従
っ
て
こ
れ
を
ｊ
Ｕ
っ
て
す
る
処
罰
は

ま
さ
に
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
法
敵
対
的
意
思
、
有
害
な
目
的
、
傾
向
な
ら
び
に
動
機
、
反
社
会
的
心
情
、
非
難
す
べ
き
態

（
Ｍ
）

度
、
法
敵
対
的
立
場
、
性
格
的
欠
陥
等
は
顧
慮
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
客
観
的
体
系
は
法
治
国
家
思
想
（
内
の
、
耳
、
②
国
呉
⑫
砲
の
二
四
口
’

「
〈
脂
〉

宍
の
）
お
よ
び
疑
わ
し
き
は
自
由
の
た
め
に
の
原
理
（
目
の
勺
『
旨
Ｎ
－
Ｃ
盲
目
豆
・
Ｃ
Ｈ
Ｃ
］
ず
の
『
［
囚
【
の
）
を
旗
印
と
す
る
こ
と
で
、
違
法
を

純
客
観
的
に
考
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
刑
法
体
系
の
中
心
点
な
ら
び
に
決
定
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
客
観
的
構
成
要
件
の
中
に
見
出
す
の

（
旧
）

〈
耐
）

で
あ
る
。
か
よ
う
な
所
為
像
（
目
四
旨
一
。
）
の
理
論
お
よ
び
客
観
的
Ⅱ
Ⅱ
外
部
的
な
違
法
性
の
理
解
は
、
カ
デ
チ
ヵ
、
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ

（
旧
）

（
四
）

－
お
よ
び
レ
ー
ダ
ー
等
の
主
観
主
義
者
に
あ
っ
て
も
共
通
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
客
観
的
な
も
の
と
主
観
的
な
ｊ
Ｕ
の
、
す
な
わ
ち

違
法
と
責
任
と
の
「
災
い
に
満
ち
た
」
混
同
に
対
す
る
共
通
の
防
衛
と
い
う
利
益
の
中
で
、
戦
線
を
共
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で

あ 法
と

（
卯
）

る
。

７



②
新
古
典
的
犯
罪
概
念
（
目
的
論
的
体
系
）

③
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
リ
ス
ト
ー
ベ
ー
リ
ン
グ
の
体
系
に
よ
る
犯
罪
概
念
の
形
式
的
構
成
は
間
も
な
く
徹
底
的
な
変
革
過

程
の
も
と
に
引
き
出
さ
れ
た
。
こ
の
第
二
段
階
は
な
お
古
典
的
犯
罪
概
念
の
体
系
・
内
在
的
な
変
革
過
程
で
あ
る
と
い
う
点
で
「
新

古
典
的
」
犯
罪
概
念
と
称
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
科
学
的
実
証
主
義
の
そ
れ
自
体
限
界
付
け
ら
れ
た
法
律
的
思
考
の
形
式
的
首
尾
一
貫

性
の
代
り
に
、
今
や
、
法
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
た
目
的
お
よ
び
そ
れ
に
基
礎
を
置
く
価
値
表
象
に
従
っ
て
刑
法
を
構
築
す
る
と
い
う

努
力
が
生
じ
た
（
目
的
論
的
体
系
）
。
こ
の
期
の
思
考
方
法
は
本
質
的
に
新
カ
ン
ト
学
派
の
認
識
論
（
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
、

ラ
ス
ク
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
観
察
と
記
述
と
い
う
自
然
科
学
的
方
法
と
な
ら
ん
で
理
解
（
ぐ
の
『
の
（
ｇ
の
ロ
）
と
評
価

と
い
う
精
神
科
学
的
方
法
を
再
び
提
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
よ
う
な
目
的
論
的
・
価
値
関
係
的
考
察
方
法
に
よ
り
、
こ
の

以
上
の
よ
う
に
、
客
観
面
に
つ
い
て
は
ベ
ー
リ
ン
グ
の
体
系
へ
の
固
執
が
顕
著
で
あ
る
が
、
責
任
論
に
つ
い
て
は
当
時
ド
イ
ツ
で

（
皿
）

な
お
支
配
的
で
あ
っ
た
心
理
的
責
任
概
念
は
間
も
な
く
捨
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
レ
ェ

〈
配
）

（
羽
）

（
湖
）

（
お
）

フ
ラ
ー
、
ミ
ジ
チ
カ
、
ラ
マ
ッ
、
ン
１
等
の
古
い
論
者
に
あ
っ
て
は
依
然
心
理
的
責
任
論
が
見
出
さ
れ
る
が
、
既
に
シ
ュ
ト
ー
ス
、

〈
配
）

フ
ィ
ン
ガ
ー
に
あ
っ
て
は
規
範
的
責
任
論
へ
の
移
行
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
原
因
は
、
イ
ェ
、
ン
エ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑

〈
”
）

法
が
既
に
ヨ
セ
フ
ィ
ー
ナ
以
来
「
悪
し
き
故
意
（
ワ
。
⑪
の
『
ご
・
『
切
貝
Ｎ
）
」
（
旧
刑
法
一
条
）
を
要
求
し
て
お
り
、
も
と
も
と
責
任
論
の
規

｛
鯛
）

範
化
に
観
し
む
素
地
が
あ
っ
た
と
い
う
点
に
見
出
し
て
い
る
。
な
お
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
は
、
そ
の
旧
刑
法
一
条
に
お
い
て

依
然
と
し
て
実
定
法
的
に
維
持
さ
れ
て
い
た
間
接
的
故
意
（
』
・
］
ロ
⑫
旨
＆
『
の
、
白
、
）
の
存
在
に
よ
り
特
に
結
果
的
加
重
犯
と
の
関
連
で

行
為
者
に
よ
る
結
果
の
予
見
可
能
性
を
放
棄
し
て
お
り
、
更
に
、
刑
法
上
の
錯
誤
に
対
し
て
違
法
性
の
意
識
の
欠
如
を
理
由
に
何
人

も
責
任
を
阻
却
し
な
い
と
す
る
規
定
（
旧
刑
法
一
一
一
条
、
二
一
一
一
一
一
一
条
）
が
特
別
法
を
含
め
て
全
刑
法
に
拡
張
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
と
相

俟
っ
て
責
任
原
理
に
対
す
る
重
大
な
問
題
性
を
残
存
せ
し
め
て
い
た
と
い
う
点
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
責
任
論
を
考
え
る
上

（
”
）

で
重
要
で
あ
ろ
う
。
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新
し
い
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
は
古
典
的
犯
罪
概
念
の
す
べ
て
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
変
革
過
程
の
中
に
は
め
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
先
ず
、

侮
辱
罪
と
不
作
為
犯
（
特
に
過
失
の
不
作
為
犯
）
の
説
明
に
お
い
て
つ
ま
づ
い
た
自
然
主
義
的
行
為
論
は
、
価
値
関
係
的
刑
法
体
系

に
最
も
適
合
し
な
い
も
の
と
さ
れ
、
こ
れ
に
代
り
三
つ
の
方
向
が
示
め
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
先
ず
「
意
思
に
よ
っ
て
規
定
可
能
な

人
間
の
態
度
」
に
よ
る
行
為
概
念
の
軟
化
（
メ
ッ
ガ
ー
）
、
次
に
、
行
為
論
を
構
成
要
件
該
当
性
の
中
に
解
消
す
る
方
向
（
ラ
ー
ト
ブ

ル
フ
）
、
更
に
は
社
会
的
行
為
論
の
導
入
（
Ｅ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）
で
あ
っ
た
。
だ
が
し
か
し
、
決
定
的
な
変
遷
は
構
成
要
件
と
違
法
性

の
領
域
で
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
記
述
的
な
没
価
値
的
構
成
要
件
の
把
握
は
規
範
的
構
成
要
件
要
素
の
発
見
に
よ
り
、
ま
た
純
客
観

的
な
外
部
的
要
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
構
成
要
件
の
把
握
と
い
う
表
象
は
主
観
的
構
成
要
件
要
素
の
発
見
に
よ
り
動
揺
せ
し
め
ら

れ
た
。
構
成
要
件
の
理
解
の
変
化
と
同
時
に
違
法
性
の
理
論
も
変
化
し
、
従
来
の
法
実
証
主
義
的
な
「
法
規
範
に
対
す
る
形
式
的
な

違
反
」
（
形
式
的
違
法
性
）
か
ら
法
の
保
護
目
的
に
対
す
る
実
質
的
な
違
反
、
す
な
わ
ち
実
質
的
な
社
会
侵
害
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
、

実
質
的
違
法
論
を
展
開
さ
せ
た
。
更
に
は
、
規
範
的
構
成
要
件
要
素
の
承
認
と
実
質
的
違
法
観
を
も
っ
て
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
違

法
性
の
関
係
の
理
解
の
変
化
を
通
じ
て
、
構
成
要
件
は
最
早
外
部
的
出
来
事
の
没
価
値
的
な
記
述
と
し
て
で
は
な
く
、
犯
罪
類
型
に

と
っ
て
特
徴
的
な
不
法
内
容
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
総
体
と
し
て
「
不
法
構
成
要
件
」
（
メ
ッ
ガ
ー
）
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
責
任
論

に
お
い
て
も
、
目
的
論
的
犯
罪
観
は
従
来
の
心
理
的
責
任
論
か
ら
「
非
難
可
能
性
」
（
フ
ラ
ン
ク
）
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す
る
規
範
的
責

⑪
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
一
切
の
実
質
的
な
価
値
決
定
の
峻
厳
な
放
棄
を
通
じ
て
新
カ
ン
ト
主
義
の
方
法

｛
弧
）

的
基
本
態
度
を
最
も
首
尾
一
貫
し
て
貫
徹
し
た
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
純
粋
法
学
」
の
影
響
が
色
濃
く
残
っ
て
い
た
状
況
の
下
で
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
刑
法
学
は
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
経
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
鉈
）

先
ず
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
ド
イ
ツ
と
同
様
、
犯
罪
論
の
重
点
は
行
為
か
ら
本
来
の
価
値
決
定
が
下
さ
れ
る
領
域
、
す
な
わ
ち
違

法
性
と
責
任
に
移
さ
れ
た
。
こ
の
関
連
に
お
い
て
、
所
為
像
（
目
四
ｓ
旨
）
は
ま
た
ベ
ー
リ
ン
グ
の
体
系
の
よ
う
に
最
早
外
部
的
に
知

（
弧
）

任
論
へ
と
変
遷
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

９



覚
可
能
な
出
来
事
の
没
価
値
的
な
記
述
と
し
て
理
解
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
理
論

は
ベ
ー
リ
ン
グ
を
は
る
か
に
越
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
ベ
ー
リ
ン
グ
に
お
け
る
純
記
述
的
榊
成
要
件
概
念
は
、

｛
鋼
〉

リ
ッ
ト
ラ
ー
、
ツ
ィ
ン
マ
ー
ル
お
よ
び
マ
ー
フ
ニ
ウ
ク
等
に
よ
る
規
範
的
構
成
要
件
要
素
の
承
認
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、

更
に
他
方
で
構
成
要
件
の
没
価
値
性
の
テ
ー
ゼ
は
、
ド
イ
ツ
の
理
論
と
同
様
所
為
像
を
不
法
類
型
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

更
に
ベ
ー
リ
ン
グ
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
所
為
像
は
違
法
性
を
徴
表
す
る
抽
象
的
な
不
法
類
型
と
考
え
ら
れ

（
『
目
・
８
回
。
⑫
Ｏ
の
己
己
の
⑪
ご
貝
の
ｎ
頁
の
）
、
し
た
が
っ
て
所
為
像
に
該
当
す
る
態
度
は
正
当
化
事
由
が
存
し
な
い
か
ぎ
り
違
法
で
ぁ

（
鋼
）

ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
不
法
類
型
」
と
し
て
の
所
為
像
の
構
成
は
、
と
り

（
稲
｝

わ
け
客
観
主
義
者
、
た
と
え
ば
ツ
ィ
ン
マ
ー
ル
、
リ
ッ
ト
ラ
ー
、
グ
ラ
ス
ベ
ル
ガ
ー
、
マ
ー
フ
ニ
ウ
ク
、
セ
リ
ー
ニ
等
に
よ
っ
て
支
持

〈
妬
）

さ
れ
主
張
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、
王
観
主
義
者
、
た
と
え
ば
カ
デ
チ
カ
、
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
等
は
こ
れ
を
否
定

一
説
〉

し
、
ベ
ー
リ
ン
グ
の
没
価
値
的
構
成
要
件
の
伝
統
を
固
持
し
よ
う
と
し
、
こ
こ
に
客
観
主
義
学
派
と
、
王
観
主
義
学
派
の
注
目
に
価
す

か
よ
う
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
理
論
と
同
じ
く
不
法
類
型
と
し
て
の
榊
成
要
件
論
が
と
り
わ
け
客
観
主
義
者
に

よ
っ
て
広
範
に
わ
た
る
承
認
を
見
出
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
、
主
観
的
構
成
要
件
要
素
の
承
認
を
拒
絶
す
る
の
で
あ

（
羽
）

り
、
こ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
ツ
ィ
ン
マ
ー
ル
、
リ
ッ
ト
ラ
ー
、
グ
ー
フ
ス
ベ
ル
ガ
ー
、
マ
ラ
ニ
ウ
ク
と
い
っ
た
客
観
主
義
者
、
ま
た
ヵ

（
㈹
）

デ
チ
カ
、
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
と
い
っ
た
、
王
観
主
義
者
に
あ
っ
て
も
共
通
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
点
で
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
両

学
派
は
従
来
戦
線
を
共
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
主
観
的
違
法
要
素
の
拒
絶
と
い
う
完
全
な
一
致
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
理
論

が
主
観
的
成
分
の
不
法
へ
の
侵
入
を
決
し
て
許
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
基
因
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に

お
け
る
一
致
し
た
見
解
は
、
実
質
的
意
味
に
お
け
る
違
法
性
を
法
益
侵
害
、
し
た
が
っ
て
ま
た
行
為
の
社
会
侵
害
性
を
決
定
的
な
も

の
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
特
徴
的
な
の
で
あ
る
。
財
物
の
侵
害
は
常
に
外
部
的
に
知
覚
可
能
な
モ
メ
ン
ト
に
お
い
て
の
み
存

（
兜
）

る
対
立
を
見
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
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③
ド
イ
ツ
に
お
い
て
三
○
年
代
初
頭
以
降
、
と
り
わ
け
ヴ
ェ
ル
ッ
ェ
ル
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
フ
ィ
ナ
リ
ス
ム
ス
の
犯
罪
概
念

は
、
従
来
の
新
カ
ン
ト
主
義
に
基
づ
く
規
範
主
義
的
な
刑
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
徹
底
的
に
批
判
し
、
そ
の
存
在
論
的
考
察
方
法
か

ら
目
的
的
行
為
論
、
更
に
は
人
的
違
法
観
等
を
唱
導
す
る
に
至
り
、
た
だ
に
行
為
論
の
み
な
ら
ず
全
犯
罪
論
体
系
の
隅
々
に
わ
た
っ

て
従
来
の
犯
罪
論
体
系
に
対
す
る
論
激
の
嵐
を
呼
び
起
こ
し
た
の
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
特
に
、
後
者
の
人
的
違
法
観
は
、
ド

イ
ツ
に
お
い
て
は
目
的
的
行
為
論
に
賛
同
し
な
い
論
者
に
あ
っ
て
も
広
範
な
承
認
を
獲
得
し
、
フ
ィ
ナ
リ
ス
ム
ス
の
犯
罪
概
念
に
基

づ
く
体
系
思
考
が
漸
次
的
に
地
歩
を
占
め
る
に
至
っ
た
過
程
は
、
既
に
今
日
の
刑
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
に
属
す
る
事
柄
で
あ
る
と
云

〈
幅
）

え
る
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
細
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
。

⑥
他
方
、
オ
１
ス
ト
リ
ア
で
は
こ
の
フ
ィ
ナ
リ
ス
ム
ス
は
行
為
論
に
何
ら
の
影
響
も
与
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
い
ず
れ
に
せ

よ
客
観
主
義
的
犯
罪
論
者
に
あ
っ
て
は
、
違
法
の
内
容
は
ま
さ
に
第
一
次
的
に
法
益
侵
害
の
中
に
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
故
意
を
刑

定
（
旧
刑
法
三
条
、
一
一
一
一
一
三
条
）
に
よ

③
フ
ィ
ナ
リ
ス
ム
ス
の
犯
罪
概
念

し
う
る
べ
き
で
あ
Ｉ
そ
れ
故
に
『
客
雲
な
ろ
も
の
』
が
『
外
藷
な
ろ
も
の
』
と
同
一
視
さ
れ
る
．
こ
の
点
に
お
い
て
ｌ
ド

く
い
）

イ
ッ
と
は
異
な
り
‐
１
－
客
観
主
義
者
と
主
観
主
義
者
は
壱
工
全
に
一
致
し
て
い
る
。
」
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
、
責
任
論
に
お
い
て
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
学
説
は
例
外
な
く
規
範
的
責
任
論
が
表
明
さ
れ
て
お
り
、
た
だ
、
責
任
は
判
断

の
中
で
汲
み
尽
き
れ
る
の
か
（
形
式
的
責
任
観
）
、
あ
る
い
は
有
賢
な
行
為
が
そ
れ
自
体
の
中
に
独
自
の
無
価
値
性
を
示
す
の
か
（
実

｛
他
）

質
的
責
任
観
）
に
つ
い
て
論
義
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
後
者
の
実
質
的
内
容
に
つ
い
て
は
様
々
の
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
点
ま
で
は
ド
イ
ツ
の
理
論
と
本
質
的
な
一
致
が
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
責
任
概
念
か
ら
意
思
決
定
の
自
由
の
問
題
を
排
除
す
る

〈
栂
〉

点
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
独
自
性
で
あ
り
、
更
に
、
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
責
任
》
銅
の
本
質
的
相
違
は
違
法
性
の
意
識
の
取
り
扱

い
の
中
に
も
現
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
前
述
の
如
く
法
律
の
不
知
を
も
っ
て
原
則
上
何
人
も
責
任
を
阻
却
し
え
な
い
と
す
る
法
律
規

〈
州
｝

定
（
旧
刑
法
一
一
一
条
、
一
一
一
一
一
一
二
条
）
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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事
責
任
の
前
提
（
可
飼
性
の
一
種
の
主
観
的
条
件
）
と
し
て
の
み
考
え
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
人
的
違
法
観
に
つ
い
て
も

〈
価
〉

何
ら
の
賛
同
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
フ
ィ
ナ
リ
ス
ム
ス
の
犯
罪
概
念
の
拒
絶
と
い
う
点
で
は
主
観
主
義
者
に
あ
っ
て
も
変
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
も
っ

と
も
、
彼
等
は
ヴ
ェ
ル
ッ
マ
ー
ル
同
様
、
犯
罪
の
本
来
の
価
値
違
反
性
を
所
為
の
社
会
侵
害
性
で
は
な
く
、
専
ら
内
心
的
領
域
の
中
で

考
え
る
と
い
う
点
で
事
情
が
異
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
主
観
主
義
は
犯
罪
の
本
質
的
要
素
を
責
任
の

中
で
、
つ
ま
り
「
悪
し
き
故
意
」
の
中
で
考
え
、
決
意
を
本
来
の
無
価
値
の
意
味
で
の
担
い
手
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
原
則
上
フ
ィ

ナ
リ
ス
ム
ス
と
の
一
致
が
存
す
る
と
も
考
え
ら
れ
、
た
だ
、
そ
の
決
定
的
な
相
違
な
い
し
論
争
点
は
犯
罪
の
本
質
的
要
素
、
と
り
わ

く
Ｗ
〉

け
故
意
を
違
法
性
な
い
し
責
任
の
カ
ー
ア
ゴ
リ
ー
に
い
か
よ
う
に
分
配
す
る
か
と
い
う
点
に
残
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
か

よ
う
な
独
自
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
主
観
主
義
の
理
論
に
特
別
の
考
慮
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
で
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア

主
観
主
義
論
者
の
見
解
を
中
心
に
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

（
１
）
ご
随
一
・
］
の
、
ロ
ゴ
①
ｎ
声
・
Ｐ
の
声
『
す
ニ
ロ
プ
ロ
厨
の
【
『
囚
〔
『
の
、
三
⑪
シ
目
・
藍
・
少
色
色
・
》
ご
ヨ
マ
⑩
．
』
巴
｛
【
・
》
□
の
『
鋲
・
》
ぶ
ゆ
二
三
国
ロ
・
ヨ
（
＄
Ｓ
）
・
の
．
］
ｇ
『
『
．
》
ロ
。
、
ニ
ロ
四
Ｎ
こ

の
、
豈
匡
ゴ
の
目
凹
皀
Ｐ
、
．
■
．
。
．
》
⑩
．
こ
こ
・
切
・
三
・

（
２
）
ご
館
一
・
晒
切
・
【
】
の
自
己
奇
一
・
ｍ
・
四
・
○
・
め
・
軌
＄
こ
の
、
目
の
、
六
．
侭
⑫
【
三
国
ロ
・
己
（
］
患
］
）
功
・
』
屋
（
（
。
な
お
、
両
学
派
の
ベ
ー
リ
ン
グ
体
系
へ
の
依
拠
の
根

拠
に
つ
き
、
拙
稿
・
前
掲
商
学
討
究
一
一
一
四
巻
四
号
六
○
頁
以
下
参
照
。

（３）『声の。□。『”一言一の『喜田のぎ『すこＣラユのｍ房（⑰『『の】、三ｍ、ラの。の（『呉『のｎ頁の一国二・『》淳一］ぬの日の旨の『『の一一・噂・少色色・・Ｓ望。ｍ・患．

（
４
）
富
四
×
田
。
『
『
Ｃ
三
・
○
『
臣
ａ
１
Ｐ
烏
、
α
、
［
の
『
『
の
一
，
三
⑪
、
冨
口
、
［
『
ロ
｛
『
の
ｎ
ヶ
［
⑫
ョ
］
巳
の
、
。
且
の
『
の
『
因
の
『
胃
宍
の
一
，
二
二
ｍ
目
賎
：
【
三
の
８
『
一
い
、
斎
己
同
ニ
ヨ
「
】
Ｃ
宍
・

一
こ
『
頭
・
画
□
・
弓
混
一
一
頭
の
目
・
弓
の
】
］
・
』
四
匹
一
津
ロ
巳
忌
・
⑫
・
霊
．

（
５
）
三
一
房
の
一
日
三
四
一
昌
旨
丙
．
Ｐ
の
》
『
す
巨
呂
□
の
⑪
の
【
『
貝
『
の
、
言
＄
因
□
・
ロ
・
｛
シ
一
一
館
の
目
】
の
旨
の
閂
、
①
ゴ
『
の
ロ
）
・
巴
貫
ｍ
・
旨
．

（
６
）
『
『
－
８
『
】
ｇ
ｚ
Ｃ
蚕
「
島
Ｃ
夢
「
⑪
質
□
四
ｍ
房
扁
『
『
ｇ
ｏ
三
叩
呂
の
⑩
［
『
四
［
『
の
、
三
ご
め
の
言
目
の
『
ロ
己
昌
、
の
Ｐ
ｓ
ａ
ｍ
・
堂
．
な
お
、
大
塚
仁
「
行
為
論
」

（
『
刑
法
講
座
２
』
昭
和
三
六
年
）
六
頁
以
下
を
も
参
照
。

（７）『Ｃｌ【旨》□の『の①９四コ【の。①『Ｎ色目具己、『【の芹ヨ〔⑫、彦①、岑○の一○二二画蚕⑫、すのロロ己。○の［の『［の】ｎ三⑫伺夛の二ｍ［国［『①ｎ頁マ」畠」》の．韻｛｛’
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オーストリアにおける現代的犯罪論の展開

函
二
｛
・
》
こ
の
『
⑫
．
。
］
四
一
』
迫
切
⑪
つ
め
。
』
②
『
）
。

（
Ⅳ
）
宍
回
旦
の
、
天
“
〉
の
①
段
日
日
の
一
斤
の
少
巨
［
愚
目
の
・
の
．
届
．

（
岨
）
ｚ
Ｃ
三
回
天
Ｃ
亀
の
嵐
．
。
『
巨
口
』
昌
賄
①
。
⑫
．
酋
且
の
『
⑪
Ｊ
Ｄ
ｍ
⑫
房
【
の
『
『
の
一
ｎ
富
⑪
、
す
①
⑩
［
『
四
［
『
の
。
耳
・
旨
、
□
四
⑩
四
二
些
幽
ヨ
ニ
⑩
、
汀
の
⑩
［
『
ロ
ヰ
⑥
ｎ
頁
こ
の
『
。
①
頤
の
目
三
四
円
》

ず
の
国
巨
⑪
、
の
、
の
す
の
二
ぐ
。
『
】
向
’
富
の
園
碩
の
『
『
シ
・
、
、
二
。
。
【
の
巨
口
○
四
・
ｌ
エ
・
］
の
⑫
Ｃ
す
の
。
【
。
』
・
口
。
．
》
乙
望
ご
印
・
←
さ
・

（
囚
）
四
の
ロ
ロ
四
二
二
元
。
＆
の
『
・
□
一
の
同
【
⑰
口
豈
の
旨
巨
己
弼
〔
Ｃ
コ
ョ
の
ロ
ユ
の
の
く
の
『
す
『
の
、
ず
８
ｍ
一
目
、
。
】
の
曲
の
一
旦
の
『
２
ヶ
）
の
【
こ
ぐ
の
己
自
己
己
○
三
の
再
こ
ぐ
の
ロ
の
（
『
囚
〔
『
の
、
言
⑫
［
ゴ
ー

（
ｕ
）
こ
の
カ
デ
チ
カ
の
「
所
為
像
」
と
い
う
新
語
は
、
リ
ッ
ト
ラ
ー
に
も
継
承
さ
れ
（
酉
［
二
ｇ
ｏ
］
い
＄
望
．
ｍ
・
切
怠
シ
ニ
ヨ
・
西
お
よ
び
彼
の
教
科
書

の
第
二
版
等
）
、
更
に
「
所
為
像
」
と
い
う
表
現
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
最
高
裁
の
判
例
、
刑
法
の
改
正
諸
草
案
、
な
ら
び
に
現
行
刑
法
典
（
’
九
七

四
年
）
脛
も
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
一
一
条
、
五
条
、
六
条
等
）
。

（
皿
）
］
の
円
二
月
【
・
困
一
三
田
・
国
｛
】
患
］
）
》
⑫
。
』
忠
。
な
お
、
「
客
観
的
」
と
い
う
概
念
に
つ
き
、
拙
稿
「
ク
リ
ー
ス
の
『
客
観
的
可
能
性
』
の
概
念
と

そ
の
若
干
の
適
用
に
つ
い
て
」
刑
法
雑
誌
一
一
一
一
巻
三
・
四
号
四
二
一
一
頁
、
四
二
六
頁
注
（
幻
）
等
を
も
参
照
。

（
Ⅲ
）
く
媚
］
・
８
２
国
［
［
一
⑦
、
の
巨
豆
の
頁
一
ぐ
一
⑪
目
巨
叩
目
Ｑ
○
ケ
］
の
再
三
ぐ
｝
の
日
巨
⑩
一
日
⑫
（
『
四
『
『
の
。
冥
藝
］
ロ
ー
尼
凱
・
め
・
お
黒
・
託
○
の
『
の
．
．
Ｆ
Ｓ
『
宮
ｎ
戸
ｍ
・
己
｛
（
・
』
唾
］
（
｛
・

（
ｕ
）
く
い
一
・
【
一
の
ロ
凹
亘
の
－
．
，
．
四
・
○
・
・
ｍ
・
雪
｛
｝
・

（
週
）
ご
ｍ
一
・
【
一
目
凹
已
｛
の
一
・
四
・
四
・
○
・
・
⑫
，
雪
つ
・

（
超
）
か
よ
う
な
外
部
的
現
象
に
基
づ
く
考
察
方
法
か
ら
リ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
構
成
要
件
欠
映
の
理
論
の
承
認
、
お
よ
び
そ
れ
と
と
も
に
絶
対
的
不
能
未
遂

の
綱
成
要
件
不
該
当
性
、
不
可
飼
な
予
備
に
有
利
に
す
る
可
嗣
未
遂
の
縮
少
、
間
接
正
犯
の
法
理
を
放
棄
し
た
上
で
直
接
的
な
櫛
成
要
件
の
充
足
〈
正

犯
）
と
間
接
的
な
構
成
要
件
の
充
足
（
教
唆
お
よ
び
籍
助
）
の
対
置
等
へ
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
（
肩
｝
・
国
三
の
『
．
Ｆ
の
う
『
ｇ
ｎ
ラ
・
め
．
、
詔
『
『
・
・
噂
＄
（
（
．
．

（
、
）
国
《
こ
の
『
・
Ｐ
の
言
ワ
巨
向
戸
印
・
＄
．

（
８
）
も
っ
と
も
、
カ
デ
チ
カ
は
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
と
同
様
、
行
為
の
問
題
を
構
成
要
件
該
当
性
の
中
に
編
入
し
て
考
え
る
が
、
そ
の
際
所
為
像
に
は
客
観

的
榊
成
要
素
の
み
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
実
際
上
同
じ
く
純
客
観
的
な
帰
結
へ
と
至
っ
て
い
る
（
句
の
ａ
ご
囚
且
尻
目
の
ｎ
百
・
の
⑦
⑪
目
目
の
一
［
の
シ
具
の
警
圃
の
．

ご
＄
》
ｍ
・
巴
印
睦
言
】
一
一
、
ヨ
四
巨
向
う
⑭
□
鷲
の
『
句
◎
三
コ
》
。
『
巨
口
烏
皀
、
の
□
の
⑪
【
ｍ
Ｓ
の
○
す
。
⑫
一
○
三
四
重
⑩
、
言
目
の
〔
『
、
ヰ
の
、
言
⑰
壹
戸
シ
一
一
頤
・
『
の
一
一
』
忠
』
》
⑫
・
題
・
）
。

ぐ
胞
一
・
］
の
⑫
、
三
の
。
【
・
侭
⑫
［
ご
く
ロ
ロ
・
己
（
ご
ｓ
）
》
印
・
』
圏
。

（
９
）
【
凹
皀
の
、
【
、
マ
ミ
ー
一
』
の
口
⑰
如
斤
『
画
〔
『
の
、
三
巨
再
。
こ
の
【
宮
の
、
言
の
己
晋
の
漁
『
一
（
〔
》
Ｎ
の
［
三
国
二
・
＄
（
Ｓ
さ
｝
・
の
．
』
Ｉ
の
①
笛
日
日
の
一
【
の
シ
巨
貯
讐
凶
の
。
⑫
．
］
』
な
お
、

こ
の
カ
デ
チ
カ
の
「
所
為
像
」
の
櫛
想
は
、
訴
訟
法
的
思
考
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
モ
ー
ス
や
シ
ッ
ク
が
指
摘
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
（
三
Ｃ
Ｂ

Ｄ
の
『
『
の
号
『
の
、
ゴ
の
。
吾
の
ぬ
ユ
｛
（
旨
。
⑰
后
『
『
の
一
●
ず
一
己
屋
・
巨
口
」
】
》
・
］
画
ゴ
『
ず
こ
。
○
の
ユ
』
霊
Ｐ
圏
』
一
つ
の
【
の
『
］
．
、
、
三
ｎ
戸
ご
国
一
呉
○
ユ
、
、
豈
、
の
宣
目
の
口
刷
こ
の
旨
の
『

、
扇
戸
の
ョ
四
二
六
二
の
の
こ
の
３
『
の
ｎ
コ
の
ロ
の
昌
守
囚
巨
の
⑩
旨
○
晩
扇
『
『
の
－
，
戸
Ｎ
の
［
三
国
。
・
鴎
（
一
君
単
）
．
、
。
』
＆
」
．
更
に
、
こ
れ
と
関
連
し
て
拙
稿
・
前
掲
商
学
討

究
三
四
巻
四
号
六
一
頁
等
を
も
参
照
）
。
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の
。
『
一
の
ご
」
垣
、
い
つ
⑫
。
』
竃
・

（
別
）
富
の
園
□
詩
一
・
四
・
四
・
Ｐ
の
・
弓
Ｃ
》
］
巾
の
Ｓ
の
、
宍
．
Ｎ
の
【
三
国
□
・
ヨ
（
乞
臼
）
．
、
。
］
詔
。
な
お
、
客
観
主
義
理
論
に
対
す
る
主
観
主
義
者
の
相
違
は
、
一

定
の
特
別
の
諸
事
例
、
特
に
危
険
な
き
未
遂
お
よ
び
目
的
犯
に
つ
き
、
弓
呉
亘
巨
に
も
該
当
し
な
け
れ
ば
違
法
で
も
な
い
が
、
単
に
有
資
な
態
度
を
犯

罪
た
ら
し
め
る
と
い
う
点
に
存
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
独
自
の
主
観
説
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
（
ぐ
喰
一
・
］
の
い
、
訂
。
【
・
四
・
四
・
○
・
》
⑫
．
届
黒
・
）
。

（
皿
）
ベ
１
リ
ン
グ
も
の
ち
に
こ
の
理
論
を
手
放
し
た
（
因
の
－
ご
媚
．
ご
皀
叩
●
冒
戸
印
、
冒
一
Ｑ
目
こ
め
、
盲
一
○
ｍ
［
具
の
Ｐ
」
③
』
Ｐ
ｍ
・
露
（
・
）
。

（
皿
）
㈲
ご
国
の
『
．
□
一
の
⑫
、
ゴ
ロ
】
昌
○
ロ
ロ
の
ロ
。
の
、
、
〔
『
四
（
『
の
ｎ
頁
⑪
》
、
』
白
ご
］
忠
、
．
の
．
②
厚
く
一
の
一
『
胃
豈
・

（
鋼
）
三
一
コ
の
蚕
．
□
】
の
両
○
コ
己
の
。
Ｑ
の
【
の
【
『
呉
唾
、
冒
亘
」
①
＆
》
の
．
」
ｇ
・

（
別
）
ド
ロ
ヨ
ョ
農
向
う
。
⑦
『
口
。
。
ユ
辱
一
・
缶
巨
室
．
。
】
巴
』
．
ｍ
・
国
『
〔
・

（
お
）
⑫
［
○
○
の
．
Ｆ
の
ぎ
『
ず
巨
呂
こ
の
ｍ
牙
冨
『
『
の
一
の
三
ｍ
、
ゴ
の
。
⑫
【
【
四
（
『
の
、
烹
鈩
⑭
．
シ
色
色
・
や
西
睦
一
（
（
の
［
・
巳
］
』
・
の
・
ゴ
．

（
妬
）
国
二
ｍ
の
『
・
口
凹
め
の
戸
『
餌
｛
『
の
、
宮
・
単
・
少
色
色
・
》
国
已
・
］
・
巳
］
色
・
め
・
冨
魚
【
・

（
”
）
ヨ
セ
フ
ィ
ー
ナ
刑
法
典
第
一
編
第
二
条
以
下
を
参
照
（
な
お
、
本
法
典
に
つ
い
て
は
足
立
助
教
授
の
邦
訳
が
あ
る
ヨ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ナ
刑
法
典
』

試
訳
ｎ
口
」
法
経
論
集
四
一
・
四
二
号
）
。
．

（
配
）
］
①
の
Ｓ
の
、
家
凶
⑫
（
三
国
。
・
国
｛
忌
日
）
・
の
．
］
忠
・

（
閉
）
ご
頭
一
・
］
の
⑪
、
二
ｍ
、
示
凶
⑫
重
く
因
○
・
国
｛
］
霊
』
｝
．
、
．
」
＄
［

（
釦
）
く
い
一
・
］
の
の
、
声
の
ｎ
戸
．
Ｆ
の
冒
す
巨
、
与
・
、
．
』
＄
（
｛
・
鄙
○
の
『
の
．
。
Ｎ
の
重
く
国
』
．
『
藍
（
』
患
］
｝
．
⑫
．
』
ｇ
【
｛
・
》
（
の
曰
の
『
⑫
ｎ
ヶ
色
ョ
の
ョ
煙
己
Ｐ
四
・
四
・
○
・
》
の
’
塵
［
（
・
二
・
ｍ
・
二
・

（
皿
）
ご
漁
一
・
］
の
⑪
ｇ
の
鼻
》
Ｎ
ｍ
二
言
■
□
・
己
（
】
①
己
）
・
め
・
』
置
・
な
お
、
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
は
更
に
続
け
て
、
「
リ
ッ
ト
ラ
ー
お
よ
び
ゼ
ー
リ
ッ
ヒ
、
な
ら
び
に

ま
た
カ
デ
チ
カ
お
よ
び
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
に
お
け
る
責
任
概
念
か
ら
の
自
由
の
排
除
、
カ
デ
チ
カ
に
お
け
る
法
と
道
徳
と
の
峻
別
、
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス

キ
ー
に
お
け
る
命
令
説
の
全
面
的
な
拒
絶
、
グ
ラ
ス
ベ
ル
ガ
ー
お
よ
び
ホ
ー
エ
ン
ラ
イ
ト
ナ
ー
に
お
け
る
法
に
と
っ
て
決
定
的
な
価
値
表
象
の
相
対

主
義
的
な
把
握
、
『
そ
の
時
代
の
国
家
の
法
に
従
っ
た
者
は
、
永
久
に
正
当
化
さ
れ
る
」
と
す
る
リ
ッ
ト
ラ
ー
の
言
葉
Ｉ
ｌ
こ
う
い
っ
た
も
の
は
、
法

律
家
の
ケ
ル
ゼ
ン
的
自
己
限
定
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
〈
の
．
】
震
『
・
）
。

（
犯
）
主
観
主
義
者
カ
デ
チ
ヵ
に
お
け
る
行
為
概
念
の
軟
化
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
稿
・
注
（
８
）
を
参
照
）
お
よ
び
レ
ー
ダ
ー
の
社
会
的
行
為
論

（
丙
・
の
□
の
『
》
Ｃ
園
の
、
官
亘
‐
巨
己
】
『
『
Ｅ
ロ
］
の
ロ
『
◎
三
句
冒
す
の
旨
く
ｏ
一
一
『
凹
巨
⑭
。
宣
旨
》
宛
】
［
二
の
『
‐
可
の
②
房
ロ
ゴ
ュ
｛
戸
乞
切
『
｜
の
．
』
圏
）
の
主
張
な
ど
は
、
こ
の
点

で
注
目
し
う
る
で
あ
ろ
う
（
ご
ｍ
一
』
の
⑩
、
冨
宍
・
侭
の
［
三
国
。
・
国
（
』
患
】
）
》
の
．
巳
、
）
。

（
粥
）
丙
三
一
の
『
．
Ｐ
の
ぎ
『
ｇ
ｏ
戸
の
・
褐
》
国
ロ
】
ョ
の
１
．
シ
巨
守
目
こ
の
め
の
耳
凰
『
の
、
言
⑰
“
厨
房
ロ
】
⑰
『
』
屋
Ｐ
の
．
Ｂ
》
冨
四
一
目
旨
弄
》
Ｐ
Ｓ
『
ｇ
ｏ
戸
、
。
』
＆
．

（
弧
）
も
っ
と
も
、
徴
表
概
成
要
件
を
主
張
す
る
リ
ッ
ト
ラ
ー
も
二
つ
の
例
外
、
す
な
わ
ち
「
不
完
全
な
所
為
像
（
目
ご
Ｃ
一
一
黒
目
Ｓ
ｍ
の
の
『
鼻
ワ
旨
）
」

が
問
題
と
な
る
不
作
為
に
よ
る
作
為
の
場
合
と
、
類
型
要
素
の
叙
述
と
な
ら
ん
で
違
法
性
の
要
件
を
明
文
で
強
調
し
て
い
る
犯
罪
類
型
の
場
合
に
例
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（
妬
）
涙
且
の
、
宍
Ｐ
ｃ
の
患
ヨ
ョ
の
］
［
の
鈩
巨
〔
の
睡
同
の
》
め
・
己
｛
｛
・
郡
旦
の
『
⑫
・
・
国
の
庁
夛
『
ロ
ロ
・
色
（
」
垣
台
）
》
の
．
扇
》
三
○
尋
、
丙
○
三
の
言
・
の
１
】
且
昌
穏
》
の
．
割
【
・

（
評
）
カ
デ
チ
カ
は
「
か
く
て
、
自
画
［
亘
屋
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
が
不
法
も
し
く
は
何
ら
か
の
不
法
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

行
為
を
可
剛
的
た
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。
」
（
尻
目
月
面
．
シ
色
『
殴
目
の
・
の
．
Ｅ
）
と
し
て
、
没
価
値
的
な
櫛
成
要

件
と
い
う
ベ
ー
リ
ン
グ
の
伝
統
を
固
持
し
よ
う
と
す
る
。

（
犯
）
ぐ
、
一
・
〕
の
円
豈
の
ｎ
戸
・
勝
（
三
田
・
『
』
（
］
や
己
）
・
の
】
器
》
冨
自
：
［
の
｝
・
鯉
・
回
・
Ｐ
⑪
．
ｍ
ヨ
ン
ニ
ョ
・
田
・

（
羽
）
Ｎ
一
ヨ
ョ
の
『
一
・
い
臣
『
い
の
彦
『
の
ぐ
・
目
、
厨
忌
の
⑫
一
目
ｇ
」
ｃ
圏
．
ｍ
・
筐
（
【
・
》
四
〔
［
一
の
『
》
Ｆ
の
ゴ
『
ず
■
ｎ
戸
い
・
己
（
・
・
届
】
｛
（
・
乱
。
『
農
す
の
愚
９
口
の
シ
忌
鼻
の
口
こ
の
『

房
【
の
月
の
－
，
宮
門
冨
己
、
〔
『
四
『
『
の
、
三
⑫
寿
○
日
目
』
服
】
。
Ｐ
］
囚
皀
患
．
ｍ
・
霊
》
三
四
一
：
旨
家
Ｆ
①
ゴ
『
９
，
戸
の
．
】
扇
｛
．
．
】
圏
．
も
っ
と
も
、
マ
ラ
ニ
ウ
ク
は
、
一

九
五
三
年
の
論
文
で
こ
の
立
場
を
捨
て
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
㈹
）
【
且
の
ｎ
百
》
○
の
⑫
四
日
目
の
］
［
の
少
貝
迅
冨
ゆ
め
・
や
【
【
・
》
三
○
三
鳥
○
コ
⑪
蚕
・
の
日
且
豊
漁
の
》
の
．
ミ
ニ
望
．

（
虹
）
」
の
⑫
Ｓ
の
、
宍
・
田
、
戸
三
ｍ
二
・
コ
（
］
患
］
｝
》
い
・
巳
⑫
》
『
ぬ
一
・
：
呂
冨
の
目
己
厨
一
》
津
・
図
・
Ｐ
⑫
・
雪
Ｃ
・
な
お
、
た
と
え
ば
客
観
説
の
立
場
か
ら
グ
ラ
ス
ベ

ル
ガ
ー
は
、
「
す
べ
て
の
予
防
の
彼
岸
に
あ
る
刑
法
の
使
命
、
す
な
わ
ち
社
会
の
利
益
を
そ
れ
に
帰
属
す
る
価
値
に
従
っ
て
鍵
序
す
る
使
命
の
中
に
の

み
客
観
的
犯
罪
観
の
正
当
性
が
正
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
」
（
の
『
農
す
の
『
ぬ
の
『
・
四
・
四
・
Ｐ
⑪
・
畠
、
）
と
述
べ
、
主
観
説
の
観
点
か
ら
も
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス

キ
ー
は
、
「
あ
る
行
為
は
、
そ
れ
が
法
益
を
侵
害
す
る
こ
と
で
の
み
常
に
違
法
な
の
で
あ
る
。
」
（
ｚ
○
君
禺
◎
薯
⑪
蚕
．
●
日
己
昌
、
の
ｍ
・
巴
）
と
述
べ
同

一
の
帰
結
に
至
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
の
指
摘
す
る
如
く
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
主
観
説
と
い
う
の
は
責
任
論
で
あ
っ
て
違
法
論
で

は
な
い
の
で
あ
る
（
］
の
円
冨
向
宍
向
・
Ｐ
Ｃ
・
》
の
。
』
患
）
。

（
犯
）
ホ
ー
エ
ン
ラ
イ
ト
ナ
ー
は
、
新
カ
ン
ト
主
義
者
ロ
ベ
ル
ト
・
ラ
イ
ー
ー
ン
ガ
ー
に
従
い
、
責
任
と
は
没
価
値
的
な
も
の
と
し
て
思
考
さ
れ
た
内
心
的

事
態
に
対
す
る
感
慨
の
反
作
用
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
が
、
通
説
は
責
任
判
断
の
対
象
の
無
価
値
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
把
握
に
努
め
、
た
と
え
ば
リ
ッ
ト

ラ
ー
は
「
意
思
決
定
の
義
務
違
反
性
」
、
マ
ラ
ー
ー
ウ
ク
は
「
所
為
の
社
会
侵
害
性
に
対
す
る
態
度
」
、
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
は
「
感
情
生
活
の
欠
陥
」
、

ゼ
ー
リ
ッ
ヒ
は
。
定
の
価
値
態
度
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
し
め
る
」
人
格
の
器
質
的
欠
陥
と
し
、
カ
デ
チ
カ
は
責
任
と
は
「
法
秩
序
に
対
す
る
行
為
者

の
敵
対
的
ま
た
は
投
げ
や
り
な
態
度
」
な
い
し
過
失
に
あ
っ
て
は
「
義
務
感
慨
」
の
欠
陥
と
い
う
意
味
に
お
け
る
「
侵
害
性
」
と
さ
れ
て
い
る
（
局
一
・

］
の
門
訂
、
家
闘
、
（
当
三
国
。
・
己
（
』
患
］
）
．
、
．
ご
］
）
。

外
と
し
て
い
る
（
幻
冒
一
の
『
『
伊
呂
『
ず
臣
ｎ
戸
の
．
届
『
）
。

（
弱
）
凶
ヨ
ョ
の
【
』
・
少
巨
守
四
Ｐ
の
・
震
》
四
［
こ
の
『
薑
［
、
の
盲
目
ｎ
戸
の
・
急
ご
局
黒
（
・
》
》
。
『
農
ワ
ｑ
ｍ
の
【
・
ぐ
の
『
２
，
コ
の
ヨ
の
『
ロ
百
ｍ
目
一
ｍ
、
二
目
、
【
『
囚
〔
『
の
、
言
⑰
吾
の
Ｃ
１
の
ご

○
Ｎ
ａ
丙
・
国
。
．
『
ご
】
や
、
Ｐ
の
．
呂
函
Ｅ
ｐ
ｇ
ｚ
－
の
□
の
『
⑫
ロ
ヨ
ユ
『
（
の
。
こ
の
『
【
Ｃ
ヨ
ヨ
ー
の
の
一
○
二
脚
こ
『
シ
色
⑪
四
『
す
の
一
目
二
ｍ
の
旨
の
の
⑩
【
『
四
［
ぬ
の
⑪
の
肩
の
口
目
『
巨
涜
ｚ
『
．
Ｓ
・
＆
』
１
℃
一

凱
・
の
．
『
・
亟
二
昌
凹
ロ
旨
六
・
Ｆ
の
冒
す
回
ｎ
戸
⑫
．
」
ｇ
》
の
①
『
旨
一
・
ｚ
一
己
の
【
⑪
ｎ
彦
【
】
（
［
の
。
。
⑦
『
閂
・
少
『
す
の
一
〔
、
、
一
同
臣
二
ｍ
○
の
『
房
〔
の
『
『
の
－
，
画
⑪
ｓ
の
ロ
の
頁
ロ
〔
『
の
、
三
ｍ
‐

六
○
円
己
。
】
届
の
］
○
二
つ
の
。
『
や
［
・

ロ
●

1５



一
一
一
前
述
の
如
く
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
厳
格
な
客
観
的
構
成
要
件
な
ら
び
に
客
観
的
不
法
と
い
う
ベ
ー
リ
ン
グ
の
体
系
の

依
拠
者
の
も
と
で
、
カ
デ
チ
カ
、
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
お
よ
び
レ
ー
ダ
ー
を
そ
の
主
唱
者
と
す
る
主
観
的
犯
罪
論
が
ご
く
最
近
に
至

る
ま
で
主
張
さ
れ
て
き
た
。
主
観
主
義
者
、
特
に
カ
デ
チ
カ
に
あ
っ
て
は
ベ
ー
リ
ン
グ
の
犯
罪
概
念
を
「
意
思
刑
法
」
的
犯
罪
論
に

（
１
）

適
合
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
、
彼
等
は
犯
罪
の
中
心
概
念
を
「
悪
し
き
故
意
（
す
○
ｍ
の
『
ぐ
。
『
⑩
囚
［
園
）
」
、
す
な
わ
ち
責
任
の

（
ワ
ニ

（
３
）

中
で
見
出
し
、
ま
さ
に
率
凰
任
は
「
刑
法
体
系
の
太
陽
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
近
時
モ
ー
ス
に
よ
っ
て
究
明
さ
れ
たく４
〉

よ
う
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
主
観
的
犯
罪
観
の
歴
史
的
核
心
は
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
帰
責
論
に
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
説
は
未
だ
独
立
し
た
違
法
性
の
概
念
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
行
為
者
の
自
由
な
意
思
の
中
に
全
体
的
な
帰

（
５
）

責
根
拠
を
見
出
し
た
普
通
法
の
、
特
に
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
古
い
帰
責
論
に
相
即
す
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
主
観
主
義
者
に
と
っ
て
は
犯
罪
の
中
心
概
念
は
責
任
で
あ
り
、
責
任
を
表
現
し
た
と
こ
ろ
の
故
意
は
ま
さ
に
す
べ

（
６
）

て
の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
問
題
の
鍵
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
点
で
、
特
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
王
観
主
義
者
達
は
未
遂
（
と

｛
姻
）
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
理
論
が
賀
任
概
念
か
ら
意
思
自
由
の
問
題
を
排
除
す
る
理
由
は
決
定
論
に
対
す
る
原
則
的
な
信
奉
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
刑
法

に
お
い
て
合
理
的
に
の
み
把
握
可
能
な
、
か
つ
証
明
し
う
る
要
素
の
み
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
努
力
に
基
因
す
る
（
く
い
一
・
口
農
の
『
］
の
門
冨
ｎ
戸
・
閂
凹
三

〈
“
）
ご
函
一
・
］
の
沼
豈
の
、
六
・
国
⑫
二
言
団
９
．
『
』
（
］
恵
一
）
善
⑫
．
筥
屋
・

（帽）己目巨ぐ狛一・］の⑪島のｎ戸Ｆの。『す臣ｎ戸⑫．］ｓ｛｛．一旦①『ｍ・侭⑫（三国ロ・『』（巴②］）》の．ｇ②〔［・》のロブ巨曰の日回二口・口・■・○・一⑫・詮【｛．もっとも、
シ
ュ
ー
ネ
マ
ン
に
よ
れ
ば
フ
ィ
ナ
リ
ズ
ム
ス
の
体
系
は
一
九
六
○
年
代
に
終
了
し
、
そ
れ
以
後
現
在
に
お
い
て
は
目
的
合
理
主
義
（
田
尹
「
の
。
【
‐

『
呂
○
息
一
読
己
５
）
の
体
系
の
時
代
で
あ
る
と
さ
れ
る
｛
の
、
冨
冨
の
日
目
。
》
四
・
健
・
Ｐ
の
．
』
一
望
｛
・
）
。

（
鯛
）
〕
の
⑪
、
毒
の
同
家
Ｎ
の
戸
三
国
○
・
国
（
ご
臼
）
．
⑫
．
ｇ
②
．

（〃）くい一・］⑱ゆ、富の丙・凶の三二ｍ□’己（』患二ｍ．ｇ③（・》【一の口：符一・ｍ・蝕・○・・⑫・閏〕『三。（〕⑫．Ｎの二二国□・虜｛乞巴）．、。Ｓ国字ご◎【ワのョ．
ご
○
ご
Ｚ
。
多
「
四
六
○
乏
の
六
一
（
ご
【
四
□
の
。
【
餌
》
の
⑦
圏
曰
目
の
一
［
の
シ
こ
『
圏
冨
の
）
・
の
・
や
『
・
Ｐ
⑪
・
室
、
．

因
ｇ
『
』
ｍ
・
ｍ
ｅ
》
｛
・
）
。

1６
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、
、

り
わ
け
不
能
未
遂
）
の
可
罰
性
に
関
－
）
、
そ
の
終
局
的
帰
結
に
お
い
て
「
適
法
で
あ
る
が
有
責
な
可
罰
的
態
度
」
の
可
能
性
の
肯
定

く
げ
０
）

を
も
っ
て
頂
点
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
法
は
客
観
的
に
の
み
思
考
可
能
で
あ
る
と
す
る
ベ
ー
‐
リ
ン
グ
の
上
位
命
題
か

ら
出
発
し
て
、
未
遂
に
あ
っ
て
は
客
観
的
法
益
侵
害
が
な
い
た
め
に
不
法
も
欠
如
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
そ

の
可
罰
性
の
根
拠
を
主
観
主
義
者
は
そ
の
か
ぎ
り
で
責
任
の
中
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
等
に
と
っ
て
は
、
客
観
的
に
適

法
か
つ
同
時
に
有
責
で
可
飼
性
な
態
度
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
構
成
要
件
的
に
限
定
さ
れ
た
不
法
は
た
だ
責
任
の
内

部
で
行
為
者
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
、
そ
し
て
法
定
構
成
要
件
に
一
致
す
る
必
要
の
な
い
外
部
的
行
為
に
よ
っ
て
実
行
に
移
さ
れ
る
も

｛
ｏ
⑥
）

の
と
欲
せ
ら
れ
る
こ
と
だ
け
が
必
要
だ
と
一
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
一
の
適
法
で
有
責
な
態
度
と
い
う
概
念
上
の
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
は
、
前
述
の
如
く
歴
史
的
に
は
一
方
で
責
任
概
念
に
法
律
上
の
優
位

を
認
め
る
古
い
普
通
法
の
主
観
主
義
的
伝
統
（
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
、
テ
レ
シ
ア
ー
ナ
）
と
、
他
方
で
ベ
ー
リ
ン
グ
の
形
式
的
・
客

観
主
義
的
犯
罪
観
と
い
う
相
互
に
排
除
し
合
う
原
理
を
結
合
さ
せ
る
と
い
う
オ
ー
ス
ト
リ
ア
主
観
主
義
の
体
系
内
的
矛
盾
に
胚
胎
し

な
お
、
か
よ
う
に
特
異
な
オ
ー
ス
ト
リ
ア
主
観
主
義
に
つ
い
て
、
キ
ー
ナ
ッ
ペ
ル
に
よ
れ
ば
大
略
以
下
の
八
点
に
わ
た
る
理
論
的

お
よ
び
刑
事
政
策
的
諸
帰
結
が
引
き
出
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

１
既
に
「
悪
し
き
故
意
」
が
不
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
犯
罪
体
系
の
内
部
で
故
意
は
責
任
に
属
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
法
は

責
任
の
中
に
あ
る
。
こ
れ
は
特
殊
な
、
客
観
説
に
対
立
す
る
主
観
的
体
系
の
出
発
点
で
あ
る
。

２
責
任
は
「
法
秩
序
お
よ
び
そ
の
同
胞
の
利
益
に
対
す
る
敵
対
的
な
、
そ
れ
と
も
投
げ
や
り
な
態
度
」
（
カ
デ
チ
ヵ
）
と
か
「
価

値
拘
束
性
の
欠
映
」
（
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
）
と
さ
れ
、
責
任
概
念
が
主
観
説
に
よ
り
意
識
的
に
客
観
化
さ
れ
て
い
る
。

３
累
犯
や
慣
習
性
と
い
っ
た
行
為
者
の
諸
事
情
は
主
観
的
帰
属
の
領
域
に
算
入
さ
れ
、
客
観
的
責
任
要
素
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。

４
責
任
の
優
性
と
い
う
点
を
顧
慮
し
て
、
伝
統
的
主
観
主
義
は
一
致
し
て
主
観
的
違
法
要
素
を
否
定
す
る
。
こ
れ
は
主
観
的
構

｛
９
〉

て
い
た
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
か
よ
う
に
鐘
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ク
マ
ー
ル
）
を
使
用
す
る
，

成
分
に
と
っ
て
妥
当
す
る
。

５
不
法
が
責
任
の
中
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
主
観
的
帰
属
可
能
性
の
限
界
事
例
に
と
っ
て
は
構
成
要
件
の
類
型
性
で
は
な
く
、
む

し
ろ
「
責
任
の
類
型
性
」
が
決
定
的
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
な
る
ほ
ど
類
型
的
に
有
賀
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
構
成
要
件
該
当
的
か

つ
違
法
で
は
な
い
態
度
の
処
罰
と
い
う
帰
結
へ
と
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

６
こ
の
犯
罪
観
の
特
に
際
立
っ
た
効
果
は
未
遂
に
お
い
て
示
め
さ
れ
る
。

⑥
意
思
を
目
指
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
遂
の
可
罰
性
は
未
だ
当
罰
的
で
は
な
い
予
備
行
為
の
前
地
に
ま
で
広
く
前
方
に
移
転
せ
し

成
要
件
要
素
な
ら
び
に
主
観
的
正
当
化
要
素
に
も
同
様
に
妥
当
す
る
。
法
律
が
主
観
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
（
目
的
、
心
情
、
表
現
メ
ル

ク
マ
ー
ル
）
を
使
用
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
ら
は
責
任
に
算
入
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ま
す
ま
す
故
意
お
よ
び
過
失
の
主
観
的

７
一
方
で
正
犯
、
他
方
で
共
犯

な
い
（
統
一
的
正
犯
概
念
の
促
進
）
。

８
不
成
功
に
終
っ
た
未
遂
の
共

（一

と
に
よ
っ
て
拡
張
を
経
験
す
る
、
と

⑤
い
わ
ゆ
る
「
不
能
」
未
遂
は
、
少
な
く
と
も
「
類
型
的
に
有
責
」
な
の
だ
か
ら
、
責
任
と
い
う
視
点
の
も
と
で
何
ら
不
能
で
は

な
く
、
し
た
が
っ
て
原
則
上
可
嗣
的
で
あ
る
。

７
一
方
で
正
犯
、
他
方
で
共
犯
の
不
法
の
間
に
は
、
解
釈
学
上
の
領
域
で
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
に
も
ま
た
段
階
的
に
も
区
別
さ
れ

め
ら
れ
る
。

〈
ｕ
〉

ら
売
甦
か
つ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
九
七
二
年

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
主
観
主
義
者
に
と
っ
て
は
、
客
観
的
不
法
と
い
う
新
し
い
概
念
は
実
証
主
義
的
法
思
想
に

は
神
聖
に
し
て
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
妥
当
し
た
が
故
に
、
責
任
の
古
い
概
念
は
主
観
的
不
法
の
任
務
を
引
き
受
け
ね
ぱ
な

不
成
功
に
終
っ
た
未
遂
の
共
犯
の
可
飼
性
は
、
（
旧
）
刑
法
九
条
の
規
制
領
域
に
失
敗
し
た
（
欠
効
の
）
幣
肋
を
編
入
す
る
こ

一
九
七
二
年
に
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
は
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
の
教
科
書
の
書
評
で
、
「
ベ
ー
リ
ン
グ
の
体
系
は
実
際
上
維
持
さ

常iii
－戸
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オーストリアにおける現代的犯罪論の展開

（
Ⅲ
）

れ
な
い
。
…
・
・
・
却
っ
て
、
故
意
を
終
局
的
に
不
法
に
位
置
付
け
る
べ
く
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
明
言
す
る
こ
と
で
、
今

世
紀
に
お
い
て
リ
ッ
ト
ラ
ー
の
指
導
の
も
と
で
強
力
に
維
持
さ
れ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
学
の
伝
統
を
形
成
し
て
き
た
ベ
ー
リ
ン
グ

流
の
客
観
的
不
法
お
よ
び
主
観
的
責
任
の
命
題
を
放
棄
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

（１）【且の。百・○の、凹曰目の一（のシ臣『綴目の（き『猪・ぐ○コ四［この『巨己三○コ鳥・言の三）・】垣患．ｍ・垣〔【。なお、九頁以下の前注でノヴァコ
フ
ス
キ
ー
は
、
カ
デ
チ
カ
の
主
観
主
義
的
犯
罪
概
念
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
デ
チ
カ
は
一
一
重
の
目
標
、
つ
ま
り
一
方
で
ド
イ
ツ
の
理

論
の
中
で
こ
お
む
つ
た
変
革
か
ら
ベ
ー
リ
ン
グ
の
犯
罪
概
念
を
解
放
す
る
こ
と
（
特
に
主
観
的
違
法
要
素
の
理
論
の
拒
絶
、
概
成
要
件
の
没
価
値
性
の

テ
ー
ゼ
の
貫
徹
）
、
他
方
で
「
意
思
刑
法
」
的
犯
罪
観
を
そ
れ
に
適
合
す
る
こ
と
と
を
追
求
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ベ
ー
リ
ン
グ
体
系
は
「
客

観
的
」
犯
罪
観
を
基
礎
に
置
く
も
の
で
あ
る
が
、
カ
デ
チ
カ
の
「
主
観
的
」
犯
罪
観
は
こ
れ
と
全
く
異
な
り
、
一
九
四
○
年
前
後
の
ナ
チ
時
代
の
「
意

思
刑
法
」
の
主
張
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
カ
デ
チ
カ
自
身
、
「
所
為
の
結
果
と
し
て
一
不
め
さ
れ
る
損
害
も
し
く
は
危
険
の
中
に
ざ
も
な
く
ば
外
部

的
な
規
範
違
反
的
事
象
の
中
に
処
圃
根
拠
を
見
出
す
の
で
は
な
く
、
行
為
者
の
意
思
の
中
に
こ
れ
を
見
出
す
と
き
に
刑
法
は
意
思
刑
法
で
あ
る
」
と
す

る
視
点
か
ら
、
た
と
え
ば
不
能
未
遂
〈
自
国
こ
ぬ
－
－
，
ヶ
の
『
ぐ
の
厨
巨
、
。
）
は
例
外
事
例
や
限
界
問
題
で
は
な
く
、
犯
罪
に
本
質
的
な
も
の
の
純
粋
叙
述
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
ベ
ー
リ
ン
グ
と
と
も
に
構
成
要
件
と
違
法
性
は
外
部
的
な
諸
事
情
の
み
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
を
固
持
す
る
が
、

し
か
し
犯
罪
は
榊
成
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
も
違
法
で
あ
る
必
要
も
な
く
、
犯
罪
と
は
意
思
の
欠
陥
に
基
づ
い
て
所
為
像
（
『
凹
冒
】
。
）
に
該
当
す
る

不
法
を
行
な
お
う
と
す
る
人
間
の
態
度
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
宛
○
日
の
『
・
ロ
の
両
『
円
冨
盲
目
腸
［
・
『
目
の
皀
旦
団
こ
の
『
す
『
の
、
ゴ
の
扇
の
．
ご
・

（
３
）
く
、
一
・
富
の
目
ご
『
の
一
・
回
・
画
・
Ｐ
の
．
留
黒
・
》
三
○
・
ｍ
》
固
い
【
三
田
・
崖
（
巴
臼
）
・
の
。
』
Ｓ
ｍ
［
・
口
・
⑩
・
乏
・

（４）ごｍ一・三○○⑪．閂肩『『の『す『のｓのロの庁曾爵冒。、【の『局】ｎ戸】②＆の．』さ｛・〈シロヨ・」霊）・』『Ｐｇ←『臼魚・》縄属・》富の目已奇一・四・画・Ｐ
⑭
。
。
『
』
【
【
。
な
お
、
拙
稿
・
前
掲
商
学
討
究
一
一
一
四
巻
四
号
五
四
頁
注
（
巨
酉
）
等
を
も
参
照
。
も
っ
と
も
、
前
記
（
注
１
）
の
よ
う
に
、
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス

キ
ー
に
よ
れ
ば
オ
ー
ス
ト
リ
ア
主
観
的
犯
罪
観
は
一
九
四
○
年
頃
の
「
意
思
刑
法
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
で
主
張
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

（
５
）
言
８
ｍ
》
的
の
（
三
田
・
患
（
〕
場
】
）
わ
』
ｇ
『
。
な
お
、
モ
ー
ス
は
更
に
続
け
て
、
「
（
故
意
）
の
肯
定
も
し
く
は
否
定
は
今
日
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
た

と
え
ば
行
為
能
力
、
責
任
能
力
、
刑
事
成
年
、
正
当
化
事
由
お
よ
び
責
任
阻
却
事
由
に
関
す
る
決
定
で
あ
っ
た
。
間
接
的
故
意
の
法
理
に
よ
っ
て
刑
法

上
の
負
資
の
拡
張
も
し
く
は
制
限
が
、
相
当
な
行
為
結
果
も
し
く
は
危
険
連
関
あ
る
い
は
客
観
的
帰
属
の
限
界
に
基
づ
い
て
、
同
様
に
責
任
の
中
で
解

決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
」
と
。
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一
前
節
で
検
討
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
学
内
部
に
お
け
る
客
観
主
義
と
主
観
主
義
と
の
間
の
顕
著
な
対
立
、
な
ら
び
に
伝
統

的
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
に
鬮
有
の
共
通
的
基
盤
ｌ
と
り
わ
け
べ
‐
リ
ン
グ
の
古
典
的
体
系
へ
の
鬮
執
と
い
う

シ
ェ
ー
マ
は
、
六
○
年
代
中
葉
以
降
静
か
に
徐
々
に
生
起
し
て
き
た
思
考
の
変
革
に
よ
り
維
持
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
駈
一

こ
の
こ
と
は
、
特
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
ベ
ー
リ
ン
グ
理
論
か
ら
の
快
別
と
そ
れ
に
伴
う
「
人
的
」
違
法
観
の
浸
透
に
よ
っ
て

三
オ
ー
ス
ト
リ
ア
犯
罪
論
の
現
状

（
６
）
三
○
○
の
》
厨
望
『
、
○
・
患
（
』
場
］
）
》
い
』
ｓ
『
。

（
７
）
こ
の
「
違
法
で
は
な
い
有
賢
な
可
圃
的
行
為
」
の
主
張
を
、
カ
デ
チ
カ
以
前
に
ド
イ
ツ
で
主
張
し
た
も
の
と
し
て
、
国
①
の
⑦
一
の
【
》
］
巨
臥
⑪
二
ｍ
ｓ
の

ニヨ冒冒『のＰ］窟Ｐ⑫・含》『・の⑦目目己冒碩のＰＤの具⑫○豈の⑩の｛『凶（『、、言・］忠⑰。⑫』ｓ》の。－口⑪ｎ百曰己［》□の『三．【、国口Ｑ》の旨⑫ｎ彦巨］ロロ『Ｃ７
－
の
日
・
］
①
国
の
・
屋
が
挙
げ
ら
れ
る
（
Ｓ
目
く
い
］
・
ｚ
ｏ
舅
『
鳥
◎
看
、
嵐
三
一
の
曰
の
『
【
○
日
目
の
己
国
『
園
目
】
の
庁
『
餌
貸
の
⑪
の
［
Ｎ
ｇ
ｎ
亘
呂
・
口
の
（
の
『
旨
い
》
窟
‐
⑰

の
る
口
」
中
震
》
ぐ
。
『
す
の
日
・
旬
③
■
・
Ｐ
ョ
『
・
〉
。
な
お
、
拙
稿
「
不
法
に
お
け
る
結
果
無
価
値
と
行
為
無
価
値
、
」
関
大
法
学
論
集
一
一
六
巻
一
号
一
六
三

頁
以
下
を
も
参
照
。

（８）ぐ碩一・宮。。⑩．Ｎ⑩［ミロニ・忠（］＠巴｝・の．〕ｓ函》』の『の．》□の『この『す『の島の曰四ケのｍ『罵旨ｏ鼻の河の一ｎ戸乞呂》の。、巴（［．
（９）ぐ碩一・言。。⑩》□の『くの『す『の、ゴのＥいすの、ユ｛〔ヨ○の〔のョの－，戸］垣冨．、。。畠ゴロの『い・三Ｎの三『国ｇ・忠｛這巴）・の．』９段。なお、キーナッペ

、
も
も
、
七
、
、
■
、
も
も
ｂ
■
。
、
勺
も
も
も
■
＄
、
も

む
も
も
、
勺
缶
も
■

ル
に
よ
れ
ば
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
主
観
主
義
は
社
会
倫
理
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
、
性
格
学
的
に
強
調
さ
れ
た
、
そ
し
て
同
時
に
客
観
化
さ
れ
た
責
任

鯰
と
し
て
、
か
て
て
加
え
て
不
法
は
行
為
者
の
責
任
を
も
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
さ
え
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
『
純
粋
な
』
責
任
鯰
と
し
て
示
め
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
『
客
観
化
さ
れ
た
』
責
任
は
不
法
の
本
質
的
な
機
能
を
引
き
受
け
る
。
こ
の
主
観
的
な
伝
統
を
ベ
ー
リ
ン
グ
の
古
典
的
体
系
と
結
び

つ
け
る
と
い
う
試
み
は
、
体
系
内
的
軋
楪
へ
の
芽
を
自
ら
に
包
含
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
」
と
（
【
］
の
。
§
奇
一
・
四
・
ｍ
・
Ｐ
ｂ
・
田
時
）
。

（
ｕ
）
く
い
一
・
三
○
●
ぬ
．
Ｎ
の
（
三
田
・
田
〈
」
の
巴
｝
》
、
．
〕
ｇ
②
｛
・

（皿）ｚ○夢『ロ宍２「⑩ご勺『◎す］の目の□の『の〔『四［Ｈのｎ頁且。、曰四［房・凶昌一巴、毒の旨の国のいつ『の、冒皀ぬぐ○二〕の⑪、このｎ房⑩Ｐのゴ『盲９口の⑪の【『四（【の．
ｓ
［
ぬ
．
］
囚
】
②
量
の
・
圏
（
－
○
の
『
の
。
ご
恥
・
勺
の
田
口
の
頁
耳
目
目
『
、
【
『
凹
可
⑰
、
言
＆
○
ｍ
ヨ
且
穴
》
少
巨
潤
の
要
『
農
一
冨
鈩
三
四
日
一
目
曲
の
Ｐ
巳
巴
》
の
＆
）
．

鯰
と
し
て
、
か
て
て
加
え
て
不
法
は
←

れ
る
の
で
あ
る
。
『
客
観
化
さ
れ
た
二

つ
け
る
と
い
う
試
み
は
、
体
系
内
的
】

（
皿
）
【
一
目
凹
己
庁
一
『
四
・
皿
．
。
．
．
⑪
，
望
』
．
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オーストリアにおける現代的犯罪論の展開
特
色
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

先
ず
、
客
観
主
義
の
陣
営
で
は
、
前
述
し
た
如
く
構
成
要
件
を
不
法
類
型
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
が
一
般
に
承
認
さ
れ
る
に
至
り
、

ベ
ー
リ
ン
グ
の
没
価
値
的
構
成
要
件
の
テ
ー
ゼ
か
ら
の
離
脱
を
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
方
向
に
踏
み
出
す
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪

類
型
的
な
不
法
が
客
観
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
み
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
が
解
釈
上
有
意
味
で
、
か
つ
事
実
上
も
可
能
か
ど
う
か
と
い
う

問
題
の
前
に
不
可
避
的
に
立
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
が
ド
イ
ツ
刑
法
以
上
に
信
奉
し
て
い
る
法
形

象
で
あ
る
目
的
犯
と
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
、
た
と
え
ば
窃
盗
罪
に
お
け
る
「
領
得
の
目
的
（
臼
巨
巴
四
旨
二
囲
餌
房
一
ｓ
【
）
」
、
各
種
偽
造
罪
に

お
け
る
「
行
使
の
目
的
」
等
に
お
い
て
犯
罪
類
型
的
不
法
の
記
述
の
た
め
に
、
た
だ
に
客
観
的
要
素
の
み
な
ら
ず
主
観
的
要
素
に
も

依
拠
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
、
従
来
の
主
観
的
構
成
要
件
を
拒
絶
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
伝
統
に
反
じ
て
表
明
さ
れ
始
め
る

に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
マ
ラ
ニ
ウ
ク
は
彼
の
教
科
書
で
主
張
し
て
い
た
立
場
に
反
し
、
既
に
一
九
五
一
一
一
年
に
「
ヘ
ー
ク
ラ
ー
と
メ

（３）（２）
シ
ガ
ー
に
従
っ
て
主
観
的
違
法
要
素
を
体
系
の
中
に
含
ま
し
め
る
」
こ
と
に
賛
同
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

客
観
主
義
者
が
だ
ん
だ
ん
と
ま
ば
ら
に
な
り
、
ホ
ロ
ウ
は
も
う
こ
の
世
に
は
お
ら
ず
、
ま
た
最
も
長
く
、
最
も
強
靭
か
つ
最
も
印
象

深
く
客
観
的
刑
法
論
を
弁
謎
し
て
き
た
リ
ッ
ト
ラ
ー
も
他
界
し
た
。
今
日
、
ウ
ィ
ー
ン
、
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
、
グ
ラ
ー
ッ
、
ザ
ル
ッ

プ
ル
ク
お
よ
び
リ
ン
ッ
の
刑
法
講
座
で
は
、
グ
ラ
ス
ベ
ル
ガ
ー
を
除
い
て
伝
統
的
な
客
観
主
義
の
依
拠
者
と
し
て
表
示
さ
れ
う
る
よ

う
な
者
は
最
早
見
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
客
観
主
義
学
派
出
身
の
二
人
の
若
い
刑
法
学
者
、
ザ
イ
ラ
ー
お
よ
び
ブ
ル
ク
ス
タ
ラ
ー
に
あ
っ
て
も
こ
れ
は
妥
当
し
、
彼

等
に
あ
っ
て
は
従
来
の
べ
１
リ
ン
グ
体
系
と
古
典
的
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
対
立
を
凌
駕
し
た
と
こ
ろ
か
ら
研
究
を
出
発
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ブ
ル
ク
ス
タ
ラ
ー
は
未
遂
に
お
け
る
適
性
性
の
問
題
（
目
曽
循
一
一
．
房
①
旨
ご
『
○
す
］
の
曰
）
に
関
し
て
「
客
観
説

の
拡
張
」
に
賛
同
し
、
ま
た
未
遂
と
予
備
の
限
界
付
け
に
関
し
て
も
「
主
観
的
お
よ
び
客
観
的
要
素
」
を
相
互
に
統
合
す
る
折
衷
的

（
４
）

解
決
に
至
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
伝
統
的
に
刻
印
付
け
ら
れ
た
純
客
観
主
義
と
純
主
観
主
義
と
の
拒
絶
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
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か
よ
う
に
し
て
、
今
や
客
観
主
義
的
見
解
を
採
る
論
者
に
あ
っ
て
も
人
的
違
法
観
の
浸
透
を
媒
介
と
し
て
、
故
意
を
主
観
的
違
法

（
６
）

要
素
な
ら
び
に
主
観
的
正
当
化
要
素
と
し
て
肯
定
し
（
プ
ル
ク
ス
タ
ラ
ー
）
、
あ
る
い
は
行
為
無
価
値
の
意
義
を
重
視
す
る
（
ザ
イ

（
７
）

ラ
ー
）
等
に
よ
り
伝
統
的
な
主
観
主
義
と
客
観
、
王
義
と
の
対
立
を
止
揚
し
て
、
両
派
の
漸
近
化
傾
向
が
明
ら
か
に
看
取
さ
れ
る
の
で（
８
）

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
主
観
的
な
違
法
論
は
圧
倒
的
な
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
学
に
よ
っ
て
》
同
定
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

（
。
。
）

令（）ヲ（》。

（
１
）
ご
碩
一
・
尻
一
の
ロ
四
頁
の
一
・
ｍ
・
四
・
○
・
一
ｍ
・
ヨ
つ
．

（
２
）
言
画
一
目
旨
云
・
ロ
山
の
⑫
【
『
凹
狩
の
い
、
眉
目
ｓ
色
目
の
①
旨
の
宛
の
〔
Ｃ
『
日
『
］
団
一
］
や
蟹
一
ｍ
・
旨
』
．

（
３
）
『
ぬ
一
・
【
厨
己
囚
Ｃ
［
の
一
・
画
・
色
．
○
・
・
の
・
弩
一
・

（
４
）
ご
ｍ
］
・
富
四
コ
｛
『
の
。
国
巨
『
鴇
国
一
］
の
『
一
こ
す
の
『
○
の
。
『
の
『
す
『
の
、
茸
の
二
ｍ
こ
の
『
２
，
豈
・
向
冒
の
【
○
．
汀
○
コ
ａ
ご
Ｃ
曰
く
Ｃ
己
伊
の
。
『
の
巨
回
。
”
の
、
宮
の
◎
【
の
。
ゴ
ー
二
殖
》
］
ロ
ー

屋
窒
一
ｍ
・
切
呂
【
〔
・
圏
⑰
》
宛
○
ケ
の
『
【
の
①
一
一
の
『
・
三
目
の
三
の
、
の
旨
○
の
『
の
〔
『
四
［
『
の
、
言
閂
の
【
Ｃ
ｐ
Ｐ
］
囚
巳
＄
》
の
．
二
『
．

（
５
）
ぐ
ぬ
一
・
【
】
の
曰
：
｛
の
一
ｈ
．
四
．
Ｐ
の
・
臼
］
。
な
お
、
キ
１
ナ
ッ
ペ
ル
も
、
プ
ル
ク
ス
タ
ラ
ー
等
の
見
解
と
本
質
的
な
点
で
同
じ
立
場
に
立
つ
も
の
だ
と

し
て
お
り
、
そ
れ
は
「
リ
ッ
ト
ラ
ー
と
同
様
、
同
じ
よ
う
な
高
度
で
法
治
国
家
思
想
お
よ
び
法
益
の
理
念
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
が
、
し

か
し
所
為
の
外
部
的
側
面
、
客
観
的
な
も
の
の
み
、
お
よ
び
因
果
的
な
も
の
の
み
に
不
法
を
限
定
す
る
こ
と
を
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
法
に
と
っ
て
ド
イ

ツ
法
に
と
っ
て
と
異
な
る
こ
と
な
く
常
に
把
握
す
る
と
こ
ろ
の
体
系
的
出
発
を
知
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
の
．
望
］
〉
と
し
て
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
分
析
的

不
法
論
」
を
展
開
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
モ
ー
ス
の
批
判
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
６
）
ご
館
一
・
ｍ
目
宍
の
日
一
一
ｍ
『
》
□
凶
的
甸
凹
す
『
］
煙
の
の
一
ｍ
【
の
一
扇
こ
の
一
房
［
旨
】
、
戸
日
【
『
円
寓
・
ロ
具
の
『
す
の
⑪
ｏ
ｐ
Ｑ
の
『
の
『
西
の
己
、
弄
望
、
三
碕
巨
二
ｍ
』
の
『
勺
『
凹
〆
一
⑬
旨

く
①
『
【
の
。
『
切
趨
向
寄
の
昌
乞
『
一
・
ｍ
・
患
．
】
『
、
．

（
７
）
ご
堀
］
．
⑫
白
］
の
【
・
□
一
の
因
の
⑨
①
巨
白
口
賄
。
⑦
の
津
回
ロ
巳
巨
。
昶
晋
コ
ミ
の
『
［
の
⑫
冒
皀
こ
の
【
宍
の
可
『
、
の
｛
『
口
守
の
、
三
百
冒
豈
【
図
巨
【
四
ｎ
ケ
－
可
の
⑪
【
．
。
］
垣
忌
．
、
．
『
匂
［
（
．

（
８
）
ぐ
頭
一
・
三
。
。
⑪
．
Ｎ
⑫
［
三
国
ロ
・
患
（
】
場
］
）
功
・
巳
囲
・
モ
ー
ス
は
、
今
日
か
よ
う
な
主
観
的
不
法
論
を
主
張
す
る
者
と
し
て
、
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
、

プ
ラ
ッ
ッ
グ
ン
マ
ｌ
、
ベ
ル
テ
ル
、
プ
ル
ク
ス
タ
ラ
ー
、
プ
ロ
ー
プ
ス
ト
、
モ
ー
ス
等
を
挙
げ
て
お
り
（
員
一
・
の
．
］
一
勗
少
員
曰
・
『
）
、
な
お
、
彼
に

よ
れ
ば
、
前
述
の
キ
ー
ナ
ッ
ペ
ル
の
「
分
折
的
不
法
論
」
の
主
張
は
故
意
を
原
則
的
に
責
任
の
櫛
成
要
素
と
す
る
が
、
例
外
的
に
や
む
を
得
ざ
る
と
き

に
の
み
故
意
を
違
法
要
素
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
説
は
客
観
的
不
法
と
主
観
的
不
法
と
の
妥
協
的
産
物
で
あ
り
、
移
行
段
階
に
と
っ
て
特
徴
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オーストリアにおける現代的犯罪論の展開

一
一
さ
て
、
「
適
法
で
あ
る
が
有
資
な
」
可
罰
的
態
度
（
「
違
法
な
き
責
任
（
の
、
冒
一
：
言
の
旨
『
の
、
耳
）
」
の
理
論
）
の
肯
定
の
中

に
極
め
て
特
徴
的
な
理
論
的
展
開
を
み
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
主
観
主
義
に
と
っ
て
、
ベ
ー
リ
ン
グ
理
論
の
最
後
の
旗
手
で
あ
り
、
か
つ

主
観
主
義
の
決
定
的
な
主
張
者
で
あ
っ
た
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
の
改
説
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
学
に
顕
著
な
転
機
を
も
た
ら
し
た

こ
の
故
意
を
責
任
要
素
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
違
法
要
素
（
行
為
無
価
値
）
と
し
て
も
把
握
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
ノ
ヴ
ァ
コ
フ

（
１
）

ス
キ
ー
の
改
説
は
、
偶
然
に
突
如
と
し
て
表
明
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
く
、
一
九
六
五
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
・
刑
事
学
学

（
２
）

会
の
講
演
で
初
め
て
暗
示
さ
れ
、
続
く
一
九
六
九
年
の
講
演
で
強
化
さ
れ
（
両
者
は
活
字
に
付
さ
れ
な
か
っ
た
）
、
到
々
、
一
九
七
一
一

年
の
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
の
教
科
書
の
書
評
の
中
で
、
明
確
に
カ
デ
チ
カ
と
リ
ッ
ト
ラ
ー
が
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
理
論
を
放
棄
し
、
今

（
３
）

日
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
学
は
、
両
巨
匠
の
立
場
を
明
ら
か
に
全
く
圧
倒
的
に
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
。
」
の
で
あ
る
。

（
４
）

す
な
わ
ち
、
「
ベ
ー
リ
ン
グ
の
体
系
は
、
実
際
上
維
持
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
。
そ
し
て
、
「
刑
法
規
範
が
法
益
を
人
間
の

態
度
の
作
用
か
ら
保
識
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
…
…
…
違
法
性
判
断
は
有
意
味
的
に
法
益
に
有
害
た
り
う
る
と
こ
ろ
の

（
５
）

何
か
を
な
す
と
い
う
決
意
に
、
正
に
関
係
付
け
る
べ
き
で
あ
る
。
」
こ
の
体
系
的
出
発
に
よ
っ
て
、
今
日
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
に
は

伝
統
的
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
学
の
二
つ
の
タ
ブ
ー
を
犯
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
た
だ
に
主
観
的
構
成

の
で
あ
る
。

的
な
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
る
（
⑫
．
］
＆
票
・
）
。

な
お
、
今
日
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
は
、
故
意
の
体
系
的
位
置
付
け
に
つ
い
て
凡
そ
三
つ
の
見
解
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
先
ず
、

故
意
を
不
法
と
責
任
と
の
両
面
に
二
重
的
に
位
置
付
け
る
見
解
（
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
、
モ
ー
ス
、
ヘ
ッ
ペ
ル
）
、
こ
れ
に
対
し
、
故
意
を
不
法
の
側

面
で
の
み
考
え
る
説
（
シ
ュ
タ
イ
ニ
ン
ガ
Ｉ
、
ツ
ィ
ッ
プ
）
、
逆
に
、
責
任
に
お
い
て
の
み
考
え
る
見
解
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
判
例
、
近
似
す
る
も
の

と
し
て
キ
ー
ナ
ッ
ペ
ル
）
と
の
一
一
一
つ
が
あ
る
が
、
学
説
上
故
意
を
主
観
的
違
法
要
素
と
す
る
見
解
が
一
般
的
に
普
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
侭
］
・

ｚ
ｏ
冨
鳥
○
三
⑫
三
三
●
旨
。
の
『
【
・
ヨ
ョ
の
。
国
『
》
９
．
口
の
（
の
２
．
ｍ
・
竃
い
‐
ｍ
ｍ
Ｓ
Ｐ
巴
匿
・
ぐ
Ｃ
『
す
の
ョ
・
幻
悶
・
］
』
・
局
）
。
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さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
は
、
決
意
（
向
員
、
、
巨
晨
）
を
一
方
で
違
法
の
観
点
で
は
態
度
な
ら
び
に
そ
こ
か（
９
）

ら
生
ず
る
も
の
の
根
源
と
し
て
評
価
し
、
他
方
で
責
任
の
観
点
で
は
行
為
者
の
社
ム
エ
的
拒
絶
の
帰
結
と
し
て
評
価
さ
れ
る
と
す
る
。

ま
た
、
彼
の
違
法
論
で
は
三
つ
の
平
面
が
構
想
さ
れ
て
お
り
、
先
ず
、
行
為
無
価
値
と
し
て
の
価
値
違
反
的
意
思
決
定
、
次
に
、
結

果
無
価
値
の
第
一
段
階
と
し
て
の
法
的
に
否
認
さ
れ
る
危
険
の
招
来
、
最
後
に
、
結
果
無
価
値
の
第
二
段
階
と
し
て
の
法
益
侵
害
の

（
、
）

実
現
と
の
一
二
つ
に
区
別
し
、
し
か
も
、
彼
に
よ
れ
ば
違
法
は
こ
れ
ら
の
平
面
す
べ
て
を
常
に
包
含
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は

（
皿
）

な
く
、
一
つ
あ
る
い
は
一
一
つ
の
平
面
で
十
分
で
あ
り
う
る
と
す
る
。
そ
こ
で
は
、
行
為
無
価
値
に
極
め
て
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、
更
に
そ
の
裏
面
た
る
正
当
化
事
由
と
の
関
連
に
お
い
て
主
観
的
正
当
化
要
素
が
か
な
り
重
要
な
地
位
を
与
え
ら
れ

〈
肥
）

て
お
り
、
従
前
の
見
解
に
比
し
て
極
め
て
注
目
す
べ
き
諸
帰
結
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
人
的
不
法
論
の
承
認
は
自
然
主
義
的
実
証
主
義
の
精
神
的
放
棄
お
よ
び
規
範
的
思
考

へ
の
方
向
付
け
と
と
も
に
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
最
も
深
く
目
的
論
的
な
法
の
理
解
が
基
礎
に
冠
か
れ
て
お
り
、
一
定
の

態
度
が
保
謹
目
的
を
侵
害
し
、
そ
し
て
凡
そ
一
定
の
犯
罪
類
型
に
位
置
付
け
る
べ
き
か
ど
う
か
は
、
行
為
の
瞬
間
に
お
い
て
結
果
の

発
生
以
前
に
目
的
的
行
為
意
思
の
み
か
ら
認
識
さ
れ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
規
範
の
保
識
目
的
か
ら
明
ら
か
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
特

（
旧
）

に
未
遂
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
、
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
が
表
明
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
学
問
は
、
幾
ら
か
失
っ
て
い

要
件
要
素
お
よ
び
違
法
要
素
を
承
認
す
る
の
み
な
ら
ず
、
「
故
意
を
終
局
的
に
不
法
に
位
置
付
け
る
べ
く
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
６
）

。
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
は
従
来
の
自
ら
の
体
系
を
放
棄
し
、
現
代
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
人
的
不
法
論
に

従
う
こ
と
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
転
換
に
よ
っ
て
も
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
に
あ
っ
て
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
主
観
主
義
の
主
要

（
７
）

テ
ー
ゼ
で
あ
る
「
犯
罪
の
絶
対
に
不
可
欠
な
無
価
値
は
内
心
的
な
領
域
の
中
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
命
題
の
一
致
は
な
お

（
８
）

維
持
さ
れ
て
い
る
と
も
考
建
え
ら
れ
よ
う
。
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オーストリアにおける現代的犯罪論の展開

〈
Ｍ
）

た
ド
イ
ツ
刑
法
学
と
の
連
携
を
再
び
猿
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
其
ど
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
１
）
依
然
、
一
九
五
九
年
段
階
で
は
、
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
は
主
観
説
を
信
奉
し
、
「
主
観
説
の
み
が
正
義
、
犯
罪
と
刑
罰
の
意
味
連
関
お
よ
び
刑
事

政
策
的
な
合
目
性
に
相
即
す
る
。
」
（
ｚ
Ｃ
君
島
・
看
⑪
冠
・
□
四
＆
の
【
巾
司
の
』
９
－
円
き
①
⑫
〔
『
②
（
円
の
、
三
』
ｃ
＄
．
ｍ
・
遍
函
）
と
明
言
し
て
い
た
が
、
続
く
時
代
に

お
い
て
彼
は
、
刑
法
改
正
の
移
行
お
よ
び
彼
自
身
に
よ
っ
て
決
定
的
に
共
同
作
業
が
な
さ
れ
た
諸
草
案
を
顧
慮
し
て
、
彼
に
と
っ
て
か
く
も
中
心
的
な

犯
罪
概
念
の
問
題
に
注
目
す
べ
き
控
え
目
な
立
場
を
と
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（
嵐
一
・
蚕
の
目
己
『
の
一
・
四
・
囚
．
。
。
．
⑫
。
⑫
己
〉
。

（
２
）
Ｚ
・
毛
四
声
・
三
ｍ
鼠
凶
区
『
の
巨
ワ
］
の
三
弓
①
口
目
呉
思
】
［
の
Ｑ
⑦
『
幻
の
ｎ
頁
訂
昌
、
目
悶
切
日
臣
己
の
》
。
］
Ｎ
』
①
。
．
ｍ
・
留
蛮
（
’
○
ｍ
国
・
『
ヨ
も
の
易
鳳
宵
】
ご
目
目
『

⑫
【
『
四
（
【
Ｒ
茸
且
◎
頤
ョ
、
三
丙
．
巳
巴
・
の
．
』
屋
）
》
員
一
・
国
の
ロ
：
瀞
←
四
・
Ｐ
Ｐ
ｍ
・
望
箏
．

（
３
）
ｚ
◎
冨
鼻
・
尋
の
亘
勺
の
厨
房
云
冒
の
。
》
の
．
】
』
←
．
な
お
、
プ
ラ
ッ
ッ
グ
ン
マ
１
も
こ
れ
に
従
い
、
彼
は
、
刑
法
改
正
草
案
に
関
し
立
法
者
は
違
法
要

素
と
し
て
の
故
意
の
意
義
の
可
能
性
を
残
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
に
賛
同
し
た
（
で
一
：
層
日
日
の
『
．
ｐ
①
．
．
シ
］
］
ぬ
§
の
旨
の
ゴ
ロ
田
，

二
日
目
目
頭
の
。
震
旦
の
⑪
、
［
『
画
碕
の
、
の
口
の
ロ
ヨ
目
『
符
⑩
一
ヨ
ロ
ｓ
［
の
。
①
『
口
の
巨
の
『
の
二
め
〔
『
画
才
の
、
亘
圏
○
ｍ
日
呉
景
］
囚
巴
自
切
・
畠
⑭
『
（
・
）
。
こ
れ
に
対
し
、

レ
ー
ダ
ー
は
伝
統
的
主
観
主
義
の
立
場
を
固
持
し
よ
う
と
し
た
（
丙
・
巴
の
『
・
□
一
の
国
口
冨
一
［
目
、
。
の
⑩
ｍ
・
爵
一
四
急
昌
呉
の
回
国
、
房
。
、
目
旦
冒

⑫
望
の
【
の
日
■
二
円
与
国
、
（
目
色
Ｃ
１
－
曰
く
の
『
す
『
の
＆
の
Ｅ
⑪
目
ご
餌
Ｐ
］
や
＄
・
の
・
ミ
．
３
．
＄
．
ご
Ｚ
・
］
Ｐ
『
③
》
こ
の
劇
・
》
四
四
〔
［
目
、
言
『
Ｑ
貝
呂
『
】
⑫
百
三
の
⑩

己
の
『
盲
］
【
ｇ
こ
の
目
脇
四
、
言
の
同
感
○
一
ｍ
ｍ
ｏ
］
凶
皀
『
Ｐ
⑫
．
曽
函
）
。
□
閏
巨
筒
一
・
冒
目
四
℃
［
の
一
・
四
・
四
・
○
・
》
ｍ
・
田
』
レ
ロ
ョ
．
ｓ
・
雪
印
少
己
目
・
巴
白
巨
『
六
⑪
菌
一
一
の
『
・

三
一
の
。
①
『
【
◎
日
日
の
ロ
国
『
２
日
⑩
【
『
図
碕
の
用
冨
９
，
戸
閏
・
ロ
の
〔
の
『
冒
頭
・
蜜
９
『
、
Ｓ
因
ら
『
Ｐ
帛
百
ご
・

（
４
）
ｚ
ｏ
君
島
・
君
の
冨
瑁
の
厨
房
召
ぐ
の
二
ｍ
．
⑫
。

（
５
）
ｚ
Ｃ
君
臭
◎
三
⑩
国
司
の
厨
月
丙
邑
ぐ
８
．
⑫
］
③
．

（
６
）
三
．
乏
禺
◎
亀
叩
莨
で
の
厨
鳳
胃
冒
の
二
》
の
．
②
。

（
７
）
ｚ
・
君
島
Ｃ
三
②
蚕
・
国
己
］
の
一
［
の
己
の
シ
ニ
ョ
の
『
百
局
目
【
且
の
⑥
百
⑪
の
：
）
の
胃
弓
の
曰
く
の
『
す
【
の
、
二
の
己
号
の
四
一
（
〔
・
旨
⑬
【
且
の
鼻
四
・
の
①
、
、
日
日
の
一
言
の

（
８
）
ぐ
ぬ
一
・
二
。
。
⑪
．
暗
の
二
言
団
１
．
場
（
尼
巴
）
『
の
．
】
＆
』
，

（
９
）
ｚ
ｃ
三
四
【
ｇ
ご
⑪
蚕
・
勺
の
厨
已
の
再
弓
の
早
め
．
】
」
、
。

（
皿
）
三
○
急
四
戸
○
嚢
「
の
三
・
や
国
⑪
口
の
蚕
曰
く
の
。
》
の
．
巨
③
（
・
》
ぐ
ぬ
一
・
口
兵
、
二
○
の
厨
‐
勺
の
『
め
つ
③
【
こ
ぐ
の
ロ
マ
、
．
］
『
・

（
ｕ
）
く
い
一
・
ｚ
◎
三
回
【
◎
三
⑪
国
で
の
『
８
の
再
弓
の
Ｐ
の
・
弓
．
な
お
、
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
三
つ
の
平
面
の
う
ち
何
が
必
要
か
は
そ
の
都
度
解

（
７
）
Ｚ
○
詞
『
四
宍
９
扇

シ
ニ
［
切
讐
Ｎ
ｐ
ｍ
・
巴
．
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釈
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
価
値
違
反
的
な
操
縦
で
十
分
な
場
合
（
不
能
未
遂
）
、
結
果
の
実
現
も
必
要
な
場
合
（
過
失
）
、
ま
た
、

た
と
い
価
値
違
反
的
な
意
思
操
縦
に
基
づ
か
な
い
と
し
て
も
否
認
さ
れ
る
危
険
の
招
来
だ
け
で
十
分
な
場
合
（
正
当
防
衛
の
前
提
と
し
て
の
違
法
な

攻
撃
）
、
も
し
く
は
価
値
に
遮
反
し
た
意
思
方
向
か
ら
否
認
さ
れ
る
危
険
が
生
じ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
（
実
質
的
・
客
観
的
未
遂
論
）
等
々

と
し
て
拳
示
さ
れ
て
お
り
、
「
か
よ
う
な
『
多
層
的
不
法
概
念
』
は
、
『
開
か
れ
た
体
系
』
の
長
所
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
」
と
し
て
い
る
（
い
］
『
｛
・
）
。

な
お
、
付
言
す
れ
ば
こ
の
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
の
「
結
果
無
価
値
の
第
一
段
階
」
お
よ
び
「
結
果
無
価
値
の
第
二
段
階
」
と
し
て
結
果
無
価
値
を
二

つ
に
分
け
る
概
想
は
、
ヴ
ォ
ル
タ
ー
の
「
帰
属
論
」
に
も
継
承
さ
れ
、
も
１
日
蝕
『
の
⑫
同
『
［
。
｝
鴨
目
『
の
、
宮
屋
お
よ
び
・
・
開
百
ご
農
『
の
⑬
同
『
【
ｏ
】
ぬ
⑰
目
『
の
、
耳
冨
と

い
う
独
自
の
概
念
に
結
実
さ
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
（
冒
温
目
三
．
一
【
の
『
・
○
す
］
の
百
ぐ
の
目
二
℃
の
厨
。
目
一
の
臼
冒
円
冒
目
、
『
・
口
ぐ
の
『
冒
一
肩
Ｐ

の
。
［
島
【
巨
且
ぐ
の
『
一
の
【
２
．
顕
冒
の
旨
の
ョ
『
目
蚕
〕
（
）
冒
一
の
ロ
印
（
『
画
〔
【
呉
望
異
の
Ｂ
忌
巴
・
の
。
＄
句
二
・
回
匿
句
。
．
＄
Ｆ
⑫
・
三
・
）
。

（
皿
）
以
前
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
は
、
そ
の
師
カ
デ
チ
カ
と
と
も
に
、
「
適
法
で
あ
る
が
有
賀
な
可
飼
的
態
度
」
と
い
う
独
自
の
主
観
説
か
ら
出
発
し
て
．

客
観
的
正
当
化
事
態
そ
の
も
の
を
不
法
阻
却
に
と
っ
て
十
分
で
あ
る
と
し
て
い
た
が
、
行
為
者
が
不
処
罰
と
な
る
た
め
に
は
全
く
一
般
的
に
補
足
的

に
行
為
者
が
こ
の
事
態
の
存
在
の
知
見
を
必
要
で
あ
る
と
し
．
こ
の
よ
う
な
主
観
的
要
素
を
欠
く
と
き
は
行
為
者
が
正
当
化
さ
れ
る
に
も
拘
ら
ず
可

飼
未
遂
と
な
る
と
し
て
い
た
（
ぐ
、
一
・
尻
目
の
、
百
ｂ
の
閏
目
己
の
一
〔
の
シ
色
『
⑩
鷲
凶
の
．
⑫
・
農
｛
｛
・
一
望
○
三
蝕
云
Ｃ
乏
鼻
】
．
。
『
臣
己
昌
、
目
『
の
・
麗
・
９
．
９
．
な
お
、
拙

稿
「
不
法
に
お
け
る
結
果
無
価
値
と
行
為
無
価
値
。
．
完
」
関
大
法
学
論
築
二
六
巻
二
号
九
六
頁
幕
を
も
参
照
）
。

し
か
し
、
現
在
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
は
正
当
化
に
つ
い
て
は
二
つ
の
関
連
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
第
一
の
関
連
と
し
て
道
徳
神
学
上
の
用
語
で
あ
る

「
二
重
効
果
の
行
為
（
四
の
二
○
号
己
－
－
９
ｍ
の
（
（
の
、
目
、
）
」
と
い
う
観
点
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
利
益
の
チ
ャ
ン
ス
と
法
益
侵
害
の
リ
ス
ク
と
が
比
較
考
量

さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
事
前
判
断
の
重
要
性
を
強
調
し
、
第
二
の
関
連
と
し
て
行
為
無
価
値
は
結
果
無
価
値
に
時
間
的
に
先
行
す
る
も
の

で
、
結
果
に
対
す
る
行
為
の
因
果
性
で
は
な
く
「
結
果
の
行
為
へ
の
帰
属
」
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
。
か
よ
う
な
観
点
か
ら
、
た
と
え
ば
わ
が
国
で
い

わ
ゆ
る
「
口
実
防
衛
」
に
つ
き
既
遂
論
を
主
張
し
、
誤
想
防
衛
で
も
故
意
犯
説
（
そ
れ
に
対
し
、
プ
ル
ク
ス
タ
ラ
ー
は
過
失
犯
説
Ⅱ
、
自
厨
ｓ
一
一
の
『
・
］
、
｜

』
場
Ｐ
色
①
）
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
偶
然
防
衛
」
に
つ
い
て
も
既
遂
論
（
そ
れ
に
対
し
て
、
ブ
ル
ク
ス
タ
ラ
ー
は
未
遂
論
Ⅱ
国
巨
『
笄
、
国
一
一
円
周
島
『
一
幽
閉
｝
頭
‐

天
の
一
斤
》
］
。
（
・
》
１
の
『
、
．
］
囚
］
浸
宍
」
患
）
、
更
に
、
過
失
犯
に
関
す
る
「
偶
然
防
衛
」
に
つ
き
過
失
既
遂
論
（
Ｉ
有
罪
説
）
（
そ
れ
に
対
し
、
プ
ル
ク
ス

タ
ラ
ー
は
過
失
未
遂
論
〔
ｌ
無
罪
説
〕
Ⅱ
因
巨
『
百
国
一
一
の
『
・
甸
昌
『
一
睡
の
⑩
一
嘗
鼻
》
』
ご
〉
を
採
る
等
の
帰
結
へ
と
至
っ
て
お
り
、
西
ド
イ
ツ
等
に
お
け
る

厳
格
責
任
説
を
採
ら
な
い
立
場
か
ら
雨
そ
れ
ぞ
れ
厳
格
な
可
飼
性
を
肯
定
す
る
に
至
っ
て
お
り
、
主
観
的
要
素
の
優
位
と
い
う
点
が
際
立
た
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
点
で
プ
ル
ク
ス
タ
ラ
ー
等
の
見
解
と
の
比
較
か
ら
も
、
な
お
主
観
的
犯
罪
観
の
特
徴
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
滴
一
・

ｚ
Ｃ
三
島
Ｃ
雪
の
蚕
》
旧
の
『
、
己
の
胃
一
ぐ
の
Ｐ
の
・
巨
昌
・
》
｛
の
ョ
の
『
二
ｍ
『
酸
・
・
三
一
の
こ
の
『
【
・
ヨ
ョ
自
白
『
．
ｇ
・
『
」
の
【
①
日
ロ
噸
・
塞
隼
Ｉ
ｍ
ｍ
Ｓ
ｐ
ぐ
。
『
ず
の
Ｂ
・
”
Ｎ
ご
｛
【
・
）
。

（
週
）
ご
ｍ
一
・
三
Ｃ
Ｃ
ｍ
Ｎ
の
［
三
田
・
患
（
】
①
巴
）
ｂ
・
』
冨
黛
．
（
ｕ
）
ｚ
：
鳥
。
三
⑰
三
・
勺
周
⑪
房
百
ぐ
の
罠
の
・
ざ
．

2６



オーストリアにおける現代的犯罪論の展開

す
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
学
が
な
ぜ
に
ベ
ー
リ
ン
グ
の
古
典
的
体
系
、
と
り
わ
け
客
観
的
違
法
、
主
観
的
責
任
の
命
題
を

ご
く
最
近
に
至
る
ま
で
維
持
し
て
き
た
の
か
と
い
う
問
題
関
心
か
ら
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
犯
罪
論
の
史
的
展
開
に
つ
い
て
の
さ
さ
や
か

な
一
考
察
を
な
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
と
り
わ
け
主
観
主
義
論
者
に
よ
る
普
通
法
以
来
の
古
い
帰
資
論
に
ま
で
遡
る
オ
ー

ス
ト
リ
ア
刑
法
の
伝
統
、
こ
れ
と
は
異
質
な
ベ
ー
リ
ン
グ
理
論
の
継
承
と
い
う
相
互
に
矛
盾
す
る
原
理
の
結
合
を
通
じ
て
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
に
お
け
る
客
観
主
義
と
主
観
主
義
の
学
派
の
対
立
、
な
ら
び
に
伝
統
的
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
に
お
け
る
共

通
的
基
盤
の
形
成
を
な
し
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
オ
ー
ス
ト
リ
ア
固
有
の
理
論
的
帰
結
を
も
ち
、
そ
れ
が
い
か
よ
う
に
変
遷
し
て

き
た
か
を
不
十
分
な
が
ら
明
ら
か
に
し
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
変
遷
に
対
し
、
わ
が
国
で
は
客
観
主
義
Ｉ
結
果
無
価
値
論
に
よ

（
ｌ
〉

る
古
典
的
犯
罪
論
へ
の
再
評
価
の
顕
著
な
動
き
が
存
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
今
後
の
わ
が
国
の
刑
法
理
論
が
ど
の
よ
う
に
推
移
す
る

か
を
模
索
す
る
際
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
犯
罪
論
の
展
開
・
変
遷
が
幾
許
か
で
も
参
考
と
な
れ
ば
、
そ
こ
に
本
小
稿
の
存
在
意
義
も
存

（
付
記
）
本
稿
は

（
１
） 四
む
す
び
に
か
え
て

拙
稿

前
掲
商
学
討
究
三
四
巻
二
号
八
七
頁
特
に
注
（
６
）
を
参
照
。

元
今
か
ら
五
年
程
前
二
九
八
○
年
）
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
変
遷
に
関
心
を
抱
き
、
そ
の
直
後
に
草
稿
の
形

〔
一
九
八
五
年
八
月
二
○
日
穂
〕
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で
書
き
残
し
て
置
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
『
’
九
七
四
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
典
』
の
全
面
改
正
に
伴
い
、
そ
の
後
逐
次
葛
】
呂
曾
【
Ｃ
ヨ
ョ
の
具
閂
の
刊
行

が
進
捗
し
角
そ
の
他
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
、
体
系
瞥
等
が
順
次
刊
行
さ
れ
始
め
、
今
日
そ
の
作
業
の
進
行
過
程
に
あ
る
と
も
云
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
で

は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
学
の
現
状
と
の
関
遮
で
、
現
行
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
の
個
別
諸
規
定
に
わ
た
る
解
釈
論
等
に
つ
い
て
十
分
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
憾

み
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
論
点
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
す
こ
と
と
し
、
そ
の
史
的
展
開
に
一
瞥
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
で
諒
と
さ
れ
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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